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はじめに 

 

令和７年７月２８日（月）、東京都小金井市内において、民設民営の学童保育所の保

育活動中にプール事故が発生し、かけがえのない一人の子どもの尊い命が失われまし

た。突然の出来事により、大切なお子様を失われたご家族の深い悲しみを思うと、言

葉を失うばかりです。亡くなられたお子様のご冥福を、心より、そして深くお祈り申

し上げます。 

 

検証委員会では、この痛ましい事故を決して繰り返してはならないという強い思い

のもと、本事故において何が問題であったのか、また、その問題がどのような原因に

よって生じたのかについて、一つ一つ丁寧に検証を重ねてまいりました。そして、そ

の結果をもとに、二度と同様の事故が起こることのないよう、具体的な改善策につい

て深く議論し、本報告書に提言として取りまとめました。 

 

教育・保育は、子どもたち一人一人の未来を育むために、質が高く、豊かなもので

あることが求められる大切な営みです。しかし、そのすべての営みは、子ども一人一

人の命が守られ、安全が確保されてはじめて成り立つものです。そのことを、私たち

は今回の検証と議論を通して、改めて深く、深く胸に刻みました。この根幹において

は、一切の妥協も許されません。 

 

学童保育に携わる者、プール事業に携わる者、学童保育を管理・運営する者、そし

てすべての教育・保育に関わる者が、この事故によって奪われた尊い命の重さを決し

て忘れることなく、「命」と「安全」という原点を改めて心に刻み、日々の実践を見つ

め直し続けていくこと――それこそが、私たちに課せられた、最も重く、そして最も

大切な責務であると確信しております。 

 

最後に、改めまして、亡くなられたお子様のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。 

 

 

令和７年１２月 

小金井市民設民営学童保育所におけるプール事故検証委員会 

委員長 金子 嘉宏 



1 
 

第１ 検証の目的及び方法 

１ 検証の目的 

令和７年７月２８日（月）、東京都小金井市内において民設民営学童保育

所におけるプール事故（以下「本件事故」という。）が発生した。本件事故

の重大性を鑑みて、小金井市（以下「市」という。）は第三者により組織す

る小金井市民設民営学童保育所におけるプール事故検証委員会（以下「本

委員会」という。）を設置した。 

本委員会は、国からの通知「教育・保育施設等における重大事故の再発

防止のための事後的な検証について（令和７年３月２１日こ成安第４５号 

外）」に基づき、本件事故の事実関係の把握、発生原因の分析等を行い、必

要な再発防止策を検討して、提言を行うものである。 

なお、本件事故の検証は、特定の組織や個人の責任の追及、批判及び関

係者の処罰を目的とするものではない。 

 

２ 本委員会の設置及び開催方法   

本件事故の検証にあたっては、全７回の委員会を開催し、以下の方法に

より調査・検討を行った。 

⑴ 本件事故に遭った児童（以下「本児」という。）が通う民設民営学童保

育所（以下「Ｍ学童クラブ」という。）を運営する事業者（以下「Ｎ事業

者」という。）及び市等から提出を受けた各種資料に基づく分析・検討 

⑵ 本件事故のあったプール施設（以下「Ｚプール」という。）での現地調

査（なお、Ｚプールは、Ｎ事業者が運営するスポーツクラブ（以下「Ｚ

スポーツクラブ」という。）の施設内に所在する。） 

⑶ 関係者へのヒアリング 

⑷ 教育・保育関連文献、各種資料による検討 

 

なお、本委員会における議事内容については、個人情報及び法人情報に

関する発言がなされる可能性があることから、プライバシー保護の観点か

ら非公開とした。 
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第２ 市内の学童保育について 

１ 児童福祉法による放課後児童健全育成事業 

  児童福祉法（以下「法」という。）において、放課後児童健全育成事業と

は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間

家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適

切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう（法第

６条の３第２項）。市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情

に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、その利用の促進に努め

なければならない（法第２１条の１０）。 

  この放課後児童健全育成事業は、市町村自ら行うことも、民間の事業者

において市町村長に届け出ることによって行うこともできる（法第３４条

の８）が、放課後児童健全育成事業を行う者は、国の基準を参酌して市町

村が条例で定めた放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を遵守しなければならない（法第３４条の８の２）。市町村長は、この基準

を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、一定の調査、

指導等を行う権限を有している（法第３４条の８の３）。 

なお、市町村は、必要に応じ、公有財産の貸付けその他の必要な措置を

積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を

活用した放課後児童健全育成事業の実施を促進し、放課後児童健全育成事

業に係る供給を効率的かつ計画的に増大させることも求められている（第

５６条の７第２項）。  

 

２ 市の放課後児童健全育成事業（学童保育）  

  市は、法に基づき「小金井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例」（以下「基準条例」という。）を定めている。前

述したとおり、市は、この基準を維持するため、市内において放課後児童

健全育成事業を行う者に対して、一定の調査、指導等を行う権限を法に基

づき有している。 

また、令和７年１２月１日現在、市は、放課後児童健全育成事業を実施

する学童保育所を市内に９か所設置している。そのうち市が自ら運営する

いわゆる公設公営の学童保育所が４か所、民間事業者に委託しているいわ
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ゆる公設民営の学童保育所が５か所である。一方、市内には、民間の事業

者が市長に届け出て放課後児童健全育成事業を実施するいわゆる民設民営

の学童保育所が２か所ある。いずれも小金井市民設民営学童保育所運営事

業費補助金交付要綱（令和６年３月２６日要綱第３７号）に基づく補助金

の交付を受けており、その１つがＭ学童クラブである。 

 

３ 市の担当部署（児童青少年課）の組織体制及び所掌事務 

組織等（職員数） 所掌事務 

課長（１人） － 

児童青少年係（４人） 
【職員数内訳】 

〇係長１、主任１ 
〇会計年度任用職員２ 

⑴ 児童館に関すること 
⑵ 青少年の健全育成事業及び関係団

体に関すること 
⑶ 青少年問題協議会に関すること 
⑷ 子どもオンブズパーソンに関する

こと 
⑸ 課内の庶務に関すること 

学童保育係（３人） 
【職員数内訳】 

〇係長１、主任１、主事１  
⑴ 学童保育に関すること 

児童館（１９人） 
【職員数内訳】 

〇主査１、主任２、主事３ 
〇会計年度任用職員１３ 

（省 略） 

学童保育所（５５人） 
【職員数内訳】 

〇主査２、主任２、主事１２ 
〇会計年度任用職員３９ 

（省 略） 

子どもオンブズパーソン事務局
（３人）  
【職員数内訳】 

〇主査１ 
〇会計年度任用職員２ 

（省 略） 

※「児童館」は「児童青少年係」に、「学童保育所」は「学童保育係」に

それぞれ属するが、表上は別掲としている。 

※職員数は、令和７年７月１日現在の人数  
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第３ 本件事故の概要・経緯 

１ 本件事故の概要 

令和７年７月２８日（月）、Ｍ学童クラブが、Ｚプールでプール遊びを実

施した際、児童１人が午前１０時３０分頃、プールで浮いた状態で発見さ

れた。救急搬送後、同日午後１０時頃、死亡が確認された。 

 

２ 本児の情報   

⑴ 年齢 ６歳 

⑵ 性別 男 

⑶ 身長 １１３．９ｃｍ 

⑷ 体重 １８．３ｋｇ 

⑸ 当日の健康状態 普段と変わりなし 

 ※身長、体重については、令和７年７月１６日に測定された数値。 

 

３ Ｚプールの設備・構造等 

⑴ 屋内・屋外の別 屋内 

⑵ 面積 ２５ｍ×１２ｍ＝３００㎡ 

⑶ 水深 １．１～１．２ｍ 

⑷ その他設備 ＡＥＤ（コーチルーム内）、有線放送設備（スピーカー）、

監視カメラ、更衣室、便所           

※監視カメラは複数台あるが、録画機能を有しているも

のは１台のみ。その他はモニタリング用である。 

 

４ 本件事故当日のプール遊びの概要及び参加人数・人員配置 

⑴ 事故当日のプール遊びの概要 

事故当日Ｚスポーツクラブは休館日であり、その休館日を活用して、

Ｍ学童クラブと、Ｚスポーツクラブが運営するアフタースクール（以下

「アフタースクール」という。）は、同時間帯にＺプールをロープで区画

分けして、それぞれプール遊びを行った。 

Ｍ学童クラブは、その在籍する児童のうちの希望する児童１７人（小

学１年生７人・２年生１０人、男１２人・女５人）を対象にプール遊び
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を行った。 

一方、アフタースクールは、その参加する児童のうちの希望者２２人

を対象にプール遊びを行った。 

⑵ 事故当日の人員配置等  

８人（Ｍ学童クラブ職員３人、Ｚスポーツクラブ職員５人） 

職員 所属等 

Ａ 

Ｍ学童クラブ所属放課後児童支援員（放課後児童支援員資

格あり） 

事故発生時、Ｚスポーツクラブの事務室にいた。 

Ｂ 

Ｚスポーツクラブ所属スイミングチーフマネージャー 

事故発生時、事務のシフトとなっており、プール室内にある

コーチルームにいた。 

Ｃ 

Ｚスポーツクラブ所属 

事故発生時、プールガードのシフトとなっており、プール内

で、Ｍ学童クラブの児童を監視していた。 

Ｄ 

Ｚスポーツクラブ所属 

事故発生時、事務のシフトとなっており、プール室内にある

コーチルームにいた。 

Ｅ 

Ｚスポーツクラブ所属アルバイト 

事故発生時、プールガードのシフトとなっており、プール内

で、アフタースクールの児童を監視していた。 

Ｆ 

Ｍ学童クラブ所属アルバイト（放課後児童支援員資格なし） 

事故発生時、写真撮影要員としてプールサイドにおり、監視

要員ではなかった。 

Ｇ 

Ｚスポーツクラブ所属 

事故発生時、事務のシフトとなっており、プール室内にある

コーチルームにいた。 

Ｈ 
Ｍ学童クラブ所属アルバイト（放課後児童支援員資格なし） 

事故発生時、Ｚスポーツクラブのスタジオにいた。 
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５ 本件事故当日の児童、Ｍ学童クラブ、Ｎ事業者、Ｚスポーツク

ラブの動き 

時間 内容 

午前９：１０ 

■Ａ・Ｆ・Ｈが、児童２５人とともにＭ学童クラブ

を出発した。 

※施設の空調故障により、プール遊びに参加しない

児童もＺスポーツクラブのスタジオで活動する

予定であったため、当日登所した児童全員が施設

を出発した。 

～午前９：５０ 

■Ｂが水深調整台をコの字型に設置するように決

定した。 

■ＣとＤが水深調整台を設置した。 

■Ｅがプール遊びに参加するＭ学童クラブの児童

を通勤中に見て、「参加児童が小柄なので、水深

調整台を増やした方が」とＢに進言し、Ｂはこの

進言を受け、入口側（北東部）の水深調整台を１

列から３列に増設することを決定し、Ｄが設置し

た。 

■Ｂは水深調整台がコの字型に設置してあること

を確認した。 

午前９：５０ 

■Ａ・Ｆ・Ｈ及び児童２５人がＺスポーツクラブに

到着した。現地で児童が１人合流したため、児童

は２６人となった。 

～午前１０：２７ 

■ＡはＢに、プール遊びに参加する児童が１７人で

ある旨を伝えた。 

■ＡはＢに対し、「フィックス（二の腕辺りに着用

する浮き具のこと。）を着けてね」 と伝え、Ｂ

からは「はい、着けるよ」と返事を得た。 

■Ｈはプールとは別の階にあるスタジオにてプー

ル遊びに参加しない９人の見守りを行った。 
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■ＡがＢに「プール人員はプール側で出すので必要

ない」ことを確認した。ただし、ＢとＣは、Ｆが

プール遊びの際、プールサイドにいたため、監視

要員という認識だった。 

■ＡとＦは、女児５人を着替えさせた後プールサイ

ドに移動し、体操をし、シャワーへ行くよう伝え、

向かわせた。 

■Ｂは男児１２人を着替えさせ、体操をし、シャワ

ーを浴びさせ、プールサイドに座らせた。 

■Ｂは、浮き具については、泳力を聞いて、不安な

子に着けるものと考えていたため、当日も「水が

怖い子はいないか」等と聞いたが、手は上がらな

いので特に着けさせなかった。 

  なお、Ａは児童らがフィックスを着用している

かの確認をしておらず、本児は、フィックスを着

用していなかった。 

※Ｂは、Ａから特に言われていた１人の児童の

みフィックスを着用させたため、１７人中１

人のみフィックスを着用していた。 

一方、ＡはＺスポーツクラブ（のスイミング

スクール）に通っていない児童は、全員フィッ

クスを着用するものと認識しており、Ａは１

７人のうち１人について特段発言はしていな

いとのことであるため、齟齬が生じている。 

■Ａは、Ｚスポーツクラブ事務室へ向かった。 

■プール内にいたＣがプール内を移動し、児童１７

人のもとに行き、１７人いることを確認した。こ

の時点で児童１７人は、既にプール際に一列に並

んで座り、足を水につけている状態であった。  

■Ｂは、プールサイドに座った児童のうち１人にフ

ィックスを着用した後コーチルームに戻った。 
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午前１０：２８ 

■本児が、プールに入った。 

■入水後、間もなく、本児がプールサイド側からプ

ール中央に向かって歩き、水深調整台が設置され

ていないと思われる場所にて沈水した。 

午前１０：３３～ 
 

■Ｃがプールに浮いている本児を発見し、プール

サイドに引き上げた。 

■Ｃから助けを求められたＢが救急へ通報した。 

■Ｂから指示を受けたＤがコーチルームからＡＥ

Ｄを持って現場に向かった。 

■Ｇがプール内にいた児童全員（アフタースクー

ルの２２人を含む。）をプールサイドで待機させ

た。 

■Ａが事務室にいたところに連絡があり、Ａはプ

ールサイドに向かい、本児の耳元で名前を呼び

掛けていた。 

■Ａは、Ｎ事業者職員と本児の保護者にプールサ

イドから電話連絡し、意識不明である旨を伝え

た。 

午前１０：３４ 
■本児の呼吸及び胸部の動きがないため、ＤはＡ

ＥＤを使用した。 

午前１０：３５～ 

■解析後、「通電の必要なし」「胸骨圧迫してくだ

さい」とのメッセージが出たため、Ｄは胸骨圧迫

を開始し、約１０分間、胸骨圧迫を行った。 

■Ｚスポーツクラブ支配人（以下「支配人」という。）

が事故現場に到着した。 

午前１０：４１ 
■マイクロマスクが届き、胸骨圧迫に加えてＣが人

工呼吸を開始した。 

午前１０：４５ 

■救急隊が到着したため、処置を引き継いだ。 

■救急隊が処置を行う最中、アフタースクールを含

めた残りの児童が、プールから離れた。 
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午前１１：００～ 

■Ａは残りの児童の保育をＮ事業者職員に依頼し

た。 

■Ａは救急車に同乗して、Ｓ病院に向かった。 

■Ｂは支配人と相談して、児童らを着替えさせてい

た。警察の簡単な聴取や現場検証に協力し、Ｎ事

業者職員に説明した。 

■本児及びＡがＳ病院に到着した。 

■Ａは救急外来で受付を済ませ、受付前で待つ間

に、Ｎ事業者職員、市役所（発信のみ）、本児の

保護者に電話をした。 

■保護者が病院に到着した。 

■Ａは、保護者にわかる範囲で説明した（電話での

説明と同内容。）。 

正午～ 
■Ａは、保護者と同席し、医師から状況及びＴ病院

へ搬送する旨の説明を受けた。 

午後１：００～ 

■Ｔ病院へ搬送。保護者が救急車に同乗。ＡはＮ事

業者職員に連絡して、自らもＴ病院に向かった。 

■ＡはＴ病院に到着。救急の待合室は家族のみのた

め、一般の待合室で待機した。 

■Ｎ事業者職員がＴ病院に到着し、Ａは待機を続け

た。 

午後５：３０～ 

■Ａは保護者から状況を伺った。 

■ＡとＮ事業者職員が保護者に謝罪とともに事故

の原因について説明をし、ＡはＭ学童クラブに戻

った。※この説明には誤りがあり、後日Ｎ事業者

より撤回された。 
 

午後７：００～ 

■ＡはＭ学童クラブに到着後、本児以外の保護者へ

の通知メール文が本社から届くのを待った。 

■Ｎ事業者職員が市に報告を行った。 

■Ａは本児以外の保護者宛にメールを送付した。そ

の後、ＡとＮ事業者職員で本児以外の保護者に電
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話をした（ただし、不通の保護者もいたため、連

絡が後日となった保護者もいた。）。 

■ＡはＭ学童クラブを閉め、Ｚスポーツクラブに向

かい、Ｎ事業者職員等からの質問等に対応した。 

午後１０：００頃 ■本児死亡 
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●プール用具の参考画像 

■フィックス 

 

 

■水深調整台 
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●場面ごとの状況図 

 

 

【Ｚプール全体像】 

 

 

 

 

  

次ページからのイメージ図

は、この枠内の部分につい

てまとめたものである。 

コーチルーム 

シャワー室へ続く通路 
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※次の図において、児童、Ｚスポーツクラブ職員、Ｍ学童クラブ職員の位

置は目安であり、詳細な位置関係を示すものではない。 

 

水深調整台（短辺：1メートル×長辺：2メートル×高さ：0.4メートル）
コースロープ
水深が1.1〜1.2メートルの部分
水深が1.2メートルの部分
プールサイド

 

【プール集合時】  

3ｍ

8ｍ

出入口

コーチルームシャワー
ルーム
入り口 AED

M学童クラブ（17人）待機場所

アフタースクール活動エリア
（参加児童22人）

本児と推測される

Ｅ Ｃ

Ｂ Ｄ Ｇ

Ｆ

4m

12.5m

水深0.7〜0.8ｍ

 

 

 

【プール入水時】  

3ｍ

8ｍ

コーチルームシャワー
ルーム
入り口 AED 出入口

M学童クラブ（17人）

Ｅ
Ｃ

Ｆ

ＤＢ Ｇ

アフタースクール活動エリア
（参加児童22人）

水深0.7〜0.8ｍ
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※次の図において、児童、Ｚスポーツクラブ職員、Ｍ学童クラブ職員の位

置は目安であり、詳細な位置関係を示すものではない。 

水深調整台（短辺：1メートル×長辺：2メートル×高さ：0.4メートル）
コースロープ
水深が1.1〜1.2メートルの部分
水深が1.2メートルの部分
プールサイド  

 

【本児発見時】 

3ｍ

8ｍ

コーチルームシャワー
ルーム
入り口 AED 出入口

M学童クラブ（17人）

Ｅ Ｃ

Ｆ

Ｂ Ｄ Ｇ

アフタースクール活動エリア
（参加児童22人）

水深0.7〜0.8ｍ

 

 

 

【心肺蘇生時】 

3ｍ

8ｍ

出入口

コーチルームシャワー
ルーム
入り口

AED
水深0.7〜0.8ｍ

Ｅ Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｆ

ＤがコーチルームからＡＥＤ
を持って現場に向かった

アフタースクール活動エリア
（参加児童22人）

プールサイドに上がった
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６ 本件事故以降の経過 

 

月日 内容 

７月２８日（月） 

■事故発生 

■東京都多摩府中保健所（以下「都保健所」

という。）により、Ｚプールに立入検査が

行われた。 

７月２９日（火） 

■ＺスポーツクラブがＺプールの施設の運営

を休止した。 

■都保健所により、Ｚプールに立入検査が行

われ、当面Ｚプール営業を自粛するよう指

導が行われた。 

■Ａは本児死亡の連絡をＮ事業者職員から受

け、Ｚスポーツクラブに向かい、その後市

にも説明に行った。 

※なお、Ｍ学童クラブは、７月２９日以降も

休止せず、継続して保育を実施 

７月３０日（水） 
■Ｎ事業者がＺプールを含むＺスポーツクラ

ブの全館営業を休止した。 

７月３１日（木） 

■Ｎ事業者は、教育・保育施設等事故報告書

【第１報】を市に提出した。 

■Ｎ事業者は、保護者説明会を行った。 

■Ｎ事業者は、スポーツクラブ全店のプール

営業を休止した。 

８月１８日（月） 
■市が法に基づきＭ学童クラブに立入検査を

実施し、Ｚプールの現地確認も行った。 

８月２９日（金） 

■都保健所がＮ事業者に対し、プール等取締

条例第８条（昭和５０年東京都条例第２２

号）の規定に基づき措置命令を行った。 

９月２日（火） 
■市がＮ事業者に立入検査に係る結果の通知

を交付し、改善報告書の提出を求めた。 
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９月５日（金） 
■Ｎ事業者は、教育・保育施設等事故報告書

【第２報】を市に提出した。 

９月１１日（木） 
■Ｎ事業者は、教育・保育施設等事故報告書

【第３報】を市に提出した。 

９月１２日（金） 
■Ｎ事業者は、改善状況報告書を市に送付し

た。 

９月１５日（月・祝） 

■Ｎ事業者は、Ｚスポーツクラブ以外のスポ

ーツクラブのプール事業のうち、大人・選手

コースの営業を再開。ベビー・キッズスイミ

ングスクールは引き続き営業停止 

９月１９日（金） 

■Ｎ事業者は、教育・保育施設等事故報告書

【第３報】の報告及び改善状況報告書の内

容を市に対面で説明した。 
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第４ 運営事業者について   

１ Ｍ学童クラブの概要 

Ｎ事業者は、令和６年４月にＭ学童クラブを開設している。Ｍ学童クラ

ブは、基準条例に基づいて運営しているが、加えて４年生の受入れ、午後

７時以降の延長保育、学校からＭ学童クラブまでのお迎え、食事の提供等

さまざまな独自のサービスを実施している。なお、職員数や通所児童数は

次のとおりである（数値は、Ｍ学童クラブより令和７年８月１０日付けで

提出のあった「小金井市民設民営学童保育所事業実施状況報告書」による。）。 

⑴ 職員（支援員及び補助員）数     （単位：人） 

支援員 補助員 

合計 
常勤 

常勤 

以外 
計 常勤 

常勤 

以外 
計 

２ ３ ５ ０ ５ ５ １０ 

※令和７年７月１日現在の数 

⑵ 通所児童数             （単位：人） 

児童 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

１４ ２１ １ ４   ４０ 

※令和７年７月１日現在の数 

 

２ Ｍ学童クラブ及びＺスポーツクラブの安全対策 

⑴ 事故防止・対応マニュアル等の作成状況 

■Ｍ学童クラブは、事故防止・対応や安全点検、衛生管理、虐待防止等

に関するマニュアルは作成していたが、プール遊びについてはＺスポ

ーツクラブが行うものとの認識であったため、安全に関するマニュア

ルは作成していなかった。また、プール遊びについての国や東京都（以

下「都」という。）からの注意喚起に係る通知をＭ学童クラブ職員間で

共有していなかった。 

■Ｚスポーツクラブは、スイミングスクール、プールガード及び救命の

マニュアル類は存在していたが、プール遊びに関するマニュアルは存

在しないと認識していた。一方でＮ事業者は、令和６年６月６日にＮ
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事業者の社内コミュニケーションツールにて、アフタースクール職員

に対してアフタースクールのプール遊び企画の際の安全管理に関する

ルール（水深調整台の敷き詰め、監視人数、フィックスの着用等を定

めたもの。以下「プール遊びルール」という）が周知された。しかし、

これらはＺプールの職員らまで伝達がされていなかった。 

※なお、Ｎ事業者は、本件事故後、Ｍ学童クラブに対して所外活動に係

る安全管理の周知・浸透を徹底するため、所外活動に関するマニュア

ルの作成及びＭ学童クラブ全職員に対する研修の実施等を行うことと

した。 

■Ｍ学童クラブは、令和６年６月に市から安全計画の策定について口頭

で確認された際、策定していると回答した。しかし、各種マニュアル

の整備等が安全計画に相当すると理解しており、安全計画の策定は行

っていなかった。 

⑵ 応急手当研修の実施状況 

■Ｚスポーツクラブは、応急手当研修として応急手当や胸骨圧迫の方法、

ＡＥＤの使用等を、救急対応マニュアルに沿って３か月に一度実施し

ていたが、Ｍ学童クラブは、当該研修を受講したことがある者は１人

のみだった。 

 

３ Ｍ学童クラブにおける国や都からの通知の運用 

■国や都から発出された通知は、市を通じて全ての学童保育所へ周知され

ており、Ｍ学童クラブではＡが確認し、必要に応じてＭ学童クラブ内で

共有していた。 

 

４ Ｍ学童クラブのプール遊びの概要（発生以前の状況） 

⑴ プール遊びの実施状況 

■Ｍ学童クラブは、開設当初の令和６年度からプール遊びを実施してお

り、令和６年度も夏季休業期間中に１回実施していたが、実施にかか

る市への報告義務はなく、事前事後の市への報告はなかった。 

■令和７年６月２７日にＡが支配人に電話をして打合せを行った。当初

はテニススクールへの参加の要請だったが、支配人からプールイベン

トとお化け屋敷イベントへの参加もどうかと言われ、プールイベント
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に参加することに決めた。 

■令和７年７月５日に保護者に「夏休み予定」を配付し、令和７年７月

２８日にプール遊びを有料でＺスポーツクラブにて行うことをお知

らせした。裏面に詳細として、参加費・場所・定員・時間・申込方法・

締め切りを記載した。 

■申込締切日である令和７年７月２１日にＭ学童クラブが導入してい

る保護者との連絡ツールにて参加者の確認を行った。申込数は１７人

であった。 

■Ａは、プール遊びはＺスポーツクラブが行うという認識であったこと

から、注意事項については、アフタースクールのプール遊びの注意事

項と同じと考え、作成及び周知を行っていなかった。保護者や児童か

らのプール遊びの内容の問い合わせがあった場合は、「プールのコーチ

にお任せしている」旨の回答をしており、Ｍ学童クラブとして、当日

の児童に対する体調チェックや児童の泳力の確認はしていなかった。 

■Ａの認識によると、令和６年度は、いわゆる「ヒヤリハット」に該当

することは発生していない。また、Ｎ事業者に令和６年度の実施状況

を確認したところ、水中に３人、プールサイドに３人の監視員がおり、

フィックスについては、Ｚスポーツクラブのスイミングスクール生は

そのスイミングスクールが定めた級（泳力）に合わせて着用、スクー

ル生でない児童は全員着用し、水深調整台は、児童がプール遊びを行

う場所全体に敷き詰められていた。 

⑵ プール遊びの実施計画について 

■令和７年７月２６日にＡは、Ｂと電話で打合せを行った。当該打合せ

では、日時と参加人数、そして、Ｍ学童クラブから監視要員を出す必

要があるかを確認し、ＺスポーツクラブからＭ学童クラブ職員を出す

必要はないとの回答を受け、Ｍ学童クラブ職員を監視要員として配置

することは不要と決定した。 

■Ａは、プール遊びはＺスポーツクラブが行うという認識であり、Ｍ学

童クラブの役割はないと認識していたため、実施計画書も作成してい

なかった。 
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５ Ｍ学童クラブ及びＮ事業者の本件事故発生日翌日からの対応 

 

月日 内容 

７月２９日（火） 

■ＺスポーツクラブがＺプールの運営を休止し

た。 

■都保健所により、Ｚプールに立入検査が行わ

れ、当面Ｚプール営業を自粛するよう指導が

行われた。 

■Ａは本児死亡の連絡をＮ事業者職員から受

け、Ｚスポーツクラブに向かい、市にも説明

に行った。 

※なお、Ｍ学童クラブは、７月２９日以降も休

止せず、継続して保育を実施 

７月３０日（水） 
■Ｎ事業者は、Ｚプールを含むＺスポーツクラ

ブの全館営業を休止した。 

７月３１日（木） 

■Ｎ事業者は、教育・保育施設等事故報告書【第

１報】を市に提出した。 

■Ｍ学童クラブの空調修繕が終了した。 

■Ｎ事業者は、保護者説明会を行った。 

■Ｎ事業者は、スポーツクラブ全店のプール営

業を休止した。 

８月１８日（月） 
■Ｚスポーツクラブは法に基づく市の立入検査

を受検した。 

８月２９日（金） 

■Ｎ事業者は、第２回保護者説明会を行った。 

■Ｎ事業者は、都保健所より、プール等取締条

例第８条（昭和５０年東京都条例第２２号）

の規定に基づく措置命令を受けた。（内容は次

の と お り  １  監 視 人 を 適 当 数 配 置 す る こ

と。２ 監視人に対して事故防止対策、事故

発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要

な事項について研修及び訓練を行うこと。） 
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９月２日（火） 

■Ｎ事業者は、８月１８日の市の立入検査の結

果通知を受領し、市より改善状況報告書の提

出を求められた。 

９月５日（金） 
■Ｎ事業者は、教育・保育施設等事故報告書【第

２報】を市に提出した。 

９月１１日（木） 
■Ｎ事業者は、教育・保育施設等事故報告書【第

３報】を市に提出した。 

９月１２日（金） ■Ｎ事業者は、改善状況報告書を市に送付した。 

９月１５日（月・祝） 

■Ｎ事業者は、Ｚスポーツクラブ以外のスポー

ツクラブのプール事業のうち、大人・選手コ

ースの営業を再開。ベビー・キッズスイミン

グスクールは引き続き営業停止 

９月１９日（金） 

■Ｎ事業者は、教育・保育施設等事故報告書【第

３報】の報告及び改善状況報告書の内容を市

に対面で説明した。 
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第５ 市の対応について 

１ 担当部署の民設民営学童保育所への本件事故発生以前の取組・

対応 

■市は、民設民営学童保育所（Ｍ学童クラブを含む。以下同じ）より法に

基づく放課後児童健全育成事業を行うことの届出を受けている。 

■市は、国等からの学童保育所運営に係る通知等を受けた場合は、当該通

知を各学童保育所にメール送信する等周知を図っている。 

■民設民営学童保育所は、小金井市民設民営学童保育所運営事業費補助金

交付要綱に基づく補助金の交付申請を行っており、その際、市は申請書

類として、事業計画書や収支予算書等の提出を受けている。また、市は、

当該補助金の交付にあたり、毎月実施状況報告書の提出を求め、実施年

度終了後に実績報告書の提出も求めている。 

■市は、法第３４条の８の２第１項に基づいて、基準条例を定めており、

安全計画の策定を義務としているものの、市への提出義務はない。なお、

安全計画の策定状況については、令和６年６月に口頭にて策定の有無を

確認している。※本件事故発生を受けて、改めて安全計画について確認

したところ、策定されていなかったことが判明し、策定を指導した。 

■市は民設民営学童保育所に対し、毎年、書面及び現地で保育状況等を確

認することとしている。 

Ｍ学童クラブについては、令和６年度は１１月に保育状況等の現場確

認を実施している。その内容は、開所時間・支援員資格・児童数・支援

員の業務の選任及び専用区画面積の確保状況については事前に書面にて

確認し、施設や諸設備・保育状況（室内での安全管理を含む）・アレルギ

ー対応等については現地にて、確認を行っている。 

 

２ 市（児童青少年課）の本件事故発生当日の動き   

時間 内容及び対応 

午前１１：５０ 

報道機関から、Ｚスポーツクラブにてプールの事

故が発生し、６歳の児童が意識不明との電話取材

を受けた。 
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正午頃 

Ｍ学童クラブに対し以下の対応を行った。 

■報道事実の確認（発生時刻午前１０：００頃） 

■「当該児童の呼吸が戻った、意識は不明」との報

告を受けた。 

■保護者への説明を指示した。 

■「お迎え等の対応により早めに所を閉める対応

ができるのでは」と助言を行った。 
 

正午～ 
■本児が通う学校長、指導室へ事故発生を情報共

有した。 

午後０：１５頃 ■市長、副市長に対し事故発生の報告等を行った。 

詳細な時間不明 
■東京都福祉局から事故発生について確認があっ

た。 

午後３：００～ 

Ｎ事業者に対し電話にて以下の対応を行った。 

■今回のプール遊びの概要（当初から予定されて

いたのかどうか等）と参加者（参加を希望した

児童が１７人おり、Ｍ学童クラブ職員とＺスポ

ー ツ ク ラ ブ 職 員 が１ 人 ず つ 事 故 現 場に い たこ

と）について確認した。 

■本プール遊びの参加者にはメールにて連絡する

予定であり、その後個別に連絡を取ることを確

認した。 

■参加者名簿は出先から戻り次第、市に送付する

ことを確認した。 

午後６：４０頃～

午後７：４３ 

Ｎ事業者に対し以下のとおり聞き取りを行った。 

■事故発生当時、プールの水深調整台設置範囲は

１０メートル辺りまでの範囲だった。 

■事故発生当時、アフタースクールに参加してい

る児童２２人もプールにいた。Ｚスポーツクラ

ブ職員１人で同じプール遊びを行った。 
 

詳細な時間不明 児童の心のケアの専門家をＮ事業者に紹介した。 
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３ 市の担当部署の本件事故発生日以降の対応 

⑴ 市長コメントの発表等 

令和７年７月３１日に市長コメントを発表し、本児のご冥福を祈り、

ご家族への追悼の意を表すとともに事故の再発防止への取組み等につ

いて、市ホームページに掲載した。 

⑵ 立入検査の実施 

市は、令和７年８月１８日に立入検査を実施、令和７年９月２日に結

果を事業者に通知し、改善報告の提出を受けた。 

⑶ 令和７年７月３１日及び令和７年８月２９日に開催されたＮ事業者主

催の本件事故に係る保護者説明会に同席 

市として、Ｎ事業者が行う保護者説明会に同席した。説明会の内容は

本件事故についての現状説明、学童運営の問題点と対応策についての説

明であった。 

⑷ 再発防止研修の実施 

全ての学童保育所を対象に安全管理に関する職員研修（映像視聴）を

通知し、「２０２５年版学童保育における安全計画策定・実行のポイント」

を全職員が視聴して報告するように求めた。 

⑸ 事務連絡会への参加依頼 

公設公営及び公設民営学童保育所の各所代表者を対象に毎月１回開催

（４・８月除く）している事務連絡会に、民設民営学童保育所の代表者

にも参加するよう求めた。 

⑹ 市主催の研修への参加依頼 

年７回程度実施している市主催の研修（専門職講師による障がい児対

応、応急手当、アレルギー対応、熱中症対策、児童心理等）に、民設民営

学童保育所にも参加するよう求めた。 

⑺ 検証委員会の設置 

国の通知に基づき、本件事故に係る事実関係の把握、原因の究明、再

発防止策の検討を行うことを目的とし、本委員会を設置した。 

 

４ 市他部署における本件事故発生日以降の対応 

⑴ シニア運動教室（プールクラス）の開催について【介護福祉課】 

令和６年度より市内在住の６５歳以上を対象として運動するきっかけ
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づくりを目的としたシニア運動教室（プールクラス（年３クール））の実

施を、Ｎ事業者に事業委託している。市は教室開催の周知、応募取りま

とめと結果通知、教室初日に巡回、教室最終日に市の事業案内等周知、

教室実施に向けての打ち合わせを行っている。 

本件事故発生後、Ｚスポーツクラブが当面の間、全館休館になること

を受け、当教室も令和７年度中第１クールの最終日と第２クール・第３

クールの開催を中止することとした。第１クール参加者と第２クール申

込者に対して中止するとの連絡をし、市ホームページと市公式ＬＩＮＥ

及び地域包括支援センターの公式ＬＩＮＥにおいて周知した。 

⑵ 小金井市立本町小学校のプール授業について【指導室】 

令和７年度から小金井市立本町小学校（以下「本町小学校」という。）

は、Ｚプールを利用して、本町小学校の在校生へのプール指導をＮ事業

者に委託していた。 

本件事故を受け、令和７年８月７日にＮ事業者と協議を行い、①令和

７年４月２３日から令和７年１２月２４日までの契約期間を令和７年８

月３１日までとする、②４８回予定されていた授業も本件事故発生まで

に実施していた１・２年生授業分の２４回にて終了する、という上記２

つの契約内容変更の方向性を確認した。これを受けて本町小学校と協議

し、２学期にＺスポーツクラブで実施予定だった３・４年生のプール授

業は本町小学校のプールで行うこととした。 

指導室は本委託事業の中止を令和７年８月２１日の校長会にて報告し、

教育委員会が小金井市立小学校在籍の児童の保護者に対して、水泳指導

の安全確保及び相談窓口紹介の通知文を送付した。 

⑶ 小金井市総合体育館及び栗山公園健康運動センターのプール営業につ

いて【生涯学習課】 

Ｎ事業者は小金井市総合体育館及び栗山公園健康運動センターの指定

管理者である共同事業体の代表者であるため、市の指定管理業務仕様書

に基づいてプール管理運営業務を担っている。 

本件事故発生後は指定管理業務としてのプール営業は継続しているが、

Ｎ事業者主体で行うプール内での教室事業等は見合わせている。また、

現地に赴き、プール監視体制に対して指導及び助言を行った。 
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第６ 本件事故の問題点・課題と再発防止に向けた提言 

 本委員会は、本件事故を対象としているが、Ｍ学童クラブの所外活動中に

Ｚスポーツクラブが実施したプール遊びにおいて発生した事故であること

から、Ｍ学童クラブのみならず、Ｚスポーツクラブにかかる問題点・課題と

再発防止に向けた提言も行うものである。 

  

１ 本件事故に係る３つの観点と５つの問題点についての検証 

本件事故においては次の３つの観点と５つの問題点があり、それに沿っ

て検証を行った。 

 

（３つの観点）         （５つの問題点）  

 

 

 

  

（１）事故の発生

① フィックスの非着用

② 水深調整台を一部にしか敷き

詰めなかったこと

（２）事故の発見

③ 誰も沈んだ瞬間を見ていなか

ったこと

④ 誰も沈んだ本児を長時間発見

できなかったこと

（３）救命について
⑤ 救命措置における胸骨圧迫と

人工呼吸開始の遅れ
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３つの観点における課題と改善の提言 

⑴ 課題 

ア 事故の発生 

フィックスの着用がされていなかったこと、水深調整台が敷き詰められ

ていなかったことは、事前の安全確認、事前協議、児童の泳力の確認がほ

とんど行われていなかったことが原因と考えられる。 

（ア） Ｍ学童クラブ 

以下については、プール遊びはＺスポーツクラブが行うものと考え

ていたことが原因であると推測される。 

■フィックスの着用は児童全員が行うと考えていたものの、実際に全

員が着用しているかの確認は行っていなかった。なお、フィックス

の着用をしないまま本プール遊びが行われたことから、本件事故発

生時にプールサイドにいたＭ学童クラブ職員はフィックスの着用は

児童全員が行うという認識はなかったと推測される。従って、本プ

ール遊びについて、Ｍ学童クラブ職員間での内容の周知は、ほとん

ど行われていなかった。 

なお、安全確認のための下見は行われておらず、Ｚスポーツクラ

ブとは、昨年度同様にプール遊びを行うということが話し合われた

だけに過ぎず、事前の安全確認、事前協議もほとんど行われていな

かった。加えて、Ｍ学童クラブの事業にもかかわらず、Ｍ学童クラブ

職員間においても安全管理について話し合われていた様子は伺えな

い。 

■Ｚスポーツクラブの職員らは、泳力の確認及び身長等の児童情報の

把握が正しく行われていたならば、フィックスの着用及び水深調整

台を敷き詰めるという判断に至った可能性が高いが、Ｍ学童クラブ

は申し込みの際に保護者から聞き取る等による泳力の情報収集を行

っていなかった。 

（イ） Ｚスポーツクラブ 

   ■スイミングスクール生ではない参加者にはフィックスを着用する

及びイベント実施の際には水深調整台を敷き詰めるというプール

遊びルールがＮ事業者にはあったものの、実際にはいずれも実施さ

れておらず、当該ルールがＺプールの職員らまで伝達がされていな
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かった。 

■スイミングスクールにおけるマニュアル（以下「スイミングスクー

ルマニュアル」という。）においては、フィックスの着用や水深調整

台の設置方法については記載されているものの、泳力が不明又はな

い場合の対応としてフィックスを着用する及び水深調整台を敷き詰

めるといった明記はされていなかった。また、当該マニュアルの安

全管理に関することの適用範囲及び本プール遊びがどのような位置

づけの事業なのかが明確にされていなかったことから、当該マニュ

アルの安全管理に関することがプール遊びにも適用されることをＺ

プールの職員らが理解できておらず、プール遊びについてはルール

がないと認識していた。 

■泳力の確認は、本件事故当日プールへの入水前にＺスポーツクラブ

から児童らに対し、「水が怖い子はいないか」等と口頭で確認したの

みであった。児童らの年齢を鑑みると、自らの泳力を正しく初対面

の者に対し主張することは難しいことが予想され、水が怖いにもか

かわらず、怖くないといった回答をする可能性もあるため十分な泳

力の確認は行われたとはいえない。また、確認方法についても疑問

が残る。 

イ 事故の発見 

本児について、誰も沈んだ瞬間を見ていなかったこと、誰も長時間発見

できなかったことは、監視体制が不十分であったことが原因と考えられる。 

（ア） Ｍ学童クラブ 

  ■プールサイドに１人職員を配置していたが、当該職員は監視員では

ない旨をＺスポーツクラブ職員間で共有できておらず、Ｚスポーツ

クラブは当該職員を監視要員と認識していた。事前にＭ学童クラブ

が電話にて人員配置について、Ｍ学童クラブからサポート要員を出

す必要があるかをＺスポーツクラブに確認したところ、人員はＺス

ポーツクラブから出すこととなったが、当日プールサイドにＭ学童

クラブの職員がいたことにより、誤認したと推察される。 

  ■本プール遊びが自らの所外活動であるにもかかわらず、それについ

ての企画書及び監視体制、職員研修、児童への安全指導、緊急事態

への対応等に関するマニュアル等が整備されていなかった。Ｍ学童
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クラブは、自らの所外活動で参加を募ったにもかかわらず、実施に

ついてはＺスポーツクラブに一任し、自らの事業という認識がなか

ったといえる。 

■本プール遊びは異学年児童が同時に活動するという特徴があるにも

関わらず、利用児童の発達段階を踏まえたプール遊びの内容や安全

性を検討することができていなかった。 

■本プール遊びの企画段階でＭ学童クラブとＺスポーツクラブにて最

大参加人数が２０人であることを共有し、それに合わせて監視員の

確保を行うようＺスポーツクラブに求める必要があった。 

（イ） Ｚスポーツクラブ 

■プール遊びでの監視人数は、プールサイドに１人、プール内は子ど

も１０人につき大人１人が必要というプール遊びルールがＮ事業者

にはあったものの、実際には監視員の配置が十分ではなく、プール

サイド、プール内の配置人数が１人ずつ不足していた。また、監視中

に水中の確認は行っていなかった。 

■プール遊びは、スイミングスクールのように泳力が級ごとに細かく

分類され、子どもの動きが統制された状況下での泳力向上の練習に

取り組むものとは異なるが、その対応方法が定められておらず、様々

な泳力の者が混在している児童らが、自由にプール内で遊ぶ際の監

視方法が構築されていなかった。スイミングスクール事業において

は、泳力に合わせて細かく級分けがなされていた故に、泳力が混在

している状況での監視を想定していなかったことと推測される。泳

法指導よりもプール遊びの方が、児童の安全管理がより難しいとい

う認識が不足していたといえる。 

■本プール遊びを行うにあたり、泳力及び身長等の児童情報の確認が

水が怖いかどうかの確認をしたのみであり、こうした参加者につい

ての情報が乏しい場合の監視方法が構築されていなかった。 

ウ 救命について 

 救命措置においては、胸骨圧迫と人工呼吸の開始に遅れが生じていた。

また、実施中に、他の児童をプールサイドに待機させていた対応には問題

があった。 

（ア） Ｍ学童クラブ 
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■心肺蘇生実施中に、他の児童らをプールサイドに待機させていたこ

とは、児童らの心のケアを鑑みると避けるべきであった。 

（イ） Ｚスポーツクラブ 

■水中からプールサイドに本児を引き上げた後、呼吸及び胸の動きが

なかったため、周辺のスタッフにＡＥＤの調達を求め、ＡＥＤ到着

後にこれを使用し、解析を行った。解析の結果を踏まえ胸骨圧迫を

開始したが、引き上げてからの２分１８秒間胸骨圧迫がなされてい

なかった。呼吸及び胸の動きがなかったことが確認できた場合、直

ちに胸骨圧迫を実施することがＮ事業者のマニュアルに定められて

いたが、当該マニュアルに則った救命措置を行うことができていな

かった。 

■胸骨圧迫の質の確保のために実施すべき、１～２分ごとの実施者の

交代を行っていなかった。 

■人工呼吸については、マイクロマスクの準備をし、開始するまでに

胸骨圧迫開始から５分１７秒間経過していた。ＡＥＤと比べ、準備

に時間を要し、人工呼吸開始が遅れたと言わざるを得ない。 

■心肺蘇生実施中に、アフタースクールに参加していた児童らをプー

ルサイドに待機させていたことは、児童らの心のケアを鑑みると避

けるべきであった。 

⑵ 改善策 

ア Ｍ学童クラブ 

■本件事故においては、Ｍ学童クラブとＺスポーツクラブが共にＮ事業者

内の部門であることから、事前の手続にて、イベントの準備が不十分だ

ったと推察される。そのため、本件事故はＭ学童クラブとＺスポーツク

ラブのいずれの管理下にあるものなのかが明確に決まっていなかった

ことに加え、Ｍ学童クラブはＺスポーツクラブがどういうプール遊びを

行うのかも把握できていなかった。 

所外活動実施前には、事前協議を行い、特に重大事故に繋がりやすい

水に関わる遊び（活動）を実施する際には、安全管理について重点的に

検討し、明文化したうえで、事業当日の関係者全員にあらかじめ理解さ

せておく必要がある。 
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■プール遊びを行うにあたり、申し込みの時等、事前に参加者のおおよそ

の泳力及び身長等の児童情報を確認し、実際にプール遊びを実施する者

に共有を行う。なお、泳力によっては、フィックスの着用や水深調整台

の敷き詰めを行わないという選択肢もあると考えられる。 

■所外活動先で２か所に分かれて保育を行う場合は、それぞれの場所で安

全な保育が実施できるような体制を構築する等、より安全管理を意識した

人員配置を行うよう配慮が求められる。 

■所外活動にかかる企画内容・事前の安全対策を十分に検討し監視体制、

職員研修、児童への安全指導、緊急事態への対応等に関するマニュアル

等の整備を行い、Ｍ学童クラブでの共有はもちろんのこと、本件事故の

ように他者に依頼をする場合は打ち合わせを行う等関係者間での共有を

行う必要がある。 

■心肺蘇生（以下「ＣＰＲ」という。）実施の際等は他の児童らは別室に移

動させる等、他の児童が直接、救命措置を目にすることがないよう、現

場から移動させる必要があったと考える。こうした動きも訓練に組み込

むことが望ましい。 

■前述の改善の提言に加え、自らがすべき書類の整備や行動を正しく行え

るようなチェック体制の確立とともに、さらなるチェック機能強化のた

め、例えば「東京都福祉サービス第三者評価」（以下「第三者評価」とい

う。）等を毎年、受審する等、第三者の目で評価、チェックする仕組みを

自ら取り入れるべきと考える。 

イ Ｚスポーツクラブ 

■泳力の確認及び児童情報の把握を十分に行う必要がある。泳力が確認で

きているならば、泳力に応じて使用するフィックスや水深調整台やイベ

ントの行い方も変わるものと推測される。また仮にそれらが行われずに

イベントを実施するのであれば、その状況（泳力も児童情報も一切不明

な不特定多数の児童のプールでの活動）に沿った監視方法等の安全管理

を構築する必要がある。 

■プール遊び等、特別なイベントを実施する場合は、イベントに応じたマ

ニュアルを作成する、または、スイミングスクールマニュアルの適用範

囲を明確にし、フィックスの着用及び水深調整台を敷き詰める条件を明

文化した上で、当該マニュアルの周知徹底を行う。なお、水深調整台を
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敷き詰めることにより、泳力のある児童にとってはイベントが楽しくな

いものとなってしまうことから環境に変化をつけることを目的として、

水深調整台を置かない場所を設けるということも考えられるが、その場

合は、プールの構造を十分に説明する。そして、水深調整台がないとこ

ろには、監視員を追加で配置し、水中を頻繁に確認する等のより一層の

安全策を講じることが必要であり、これらについてマニュアルへの明記

と周知徹底が不可欠となる。 

■プール遊び等重大事故につながる可能性がある活動については、安全を

確保する観点から児童の身長や健康状態等は把握する必要がある。 

■プール遊びでの監視人数については、ルールに定められた人数を確保す

る。実施する際は最大参加人数を考慮し、監視人数の確保や実施方法を

検討する。監視員の確保ができない場合は、プール遊びの中止や開催方

法の工夫をすることが求められる。 

■子どもの動きが統制された状況下での泳力向上の練習を行うスイミン

グスクールよりも、参加者が個々の意思で遊ぶプール遊びの方が監視す

ることが難しく、より重大事故に繋がりやすいと考えられるため、プー

ル遊びに関わるすべての者は、その認識を持つ必要がある。 

■監視方法としては、プール内での監視の際は、頻繁に水中に潜り監視を

行うことが考えられる。なお、スイミングスクールマニュアルには、「何

度でも後方・水中確認をする」と定められているため、この行動を行え

ているかを研修等で確認する等、当該マニュアルが形骸化しないよう工

夫することが考えられる。 

■マニュアルどおりの救命措置が実施されるよう、小児と成人の違いを意

識し、ＣＰＲの研修をより充実させ、実効性のあるものとする必要があ

る。 

■胸骨圧迫の質の確保のために１～２分ごとに実施者を交代する旨をマ

ニュアルに定め、ＣＰＲの研修において、交代時の胸骨圧迫中断の時間

が最小になるよう訓練を行う。Ｚスポーツクラブの事業中にＣＰＲを行

うことになった場合は、多くの場合、職員が複数人いることが想定され

るため、交代を前提としたＣＰＲの訓練を中心とすることも一つの方策

である。 
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■溺水、小児の心停止等の場合は、胸骨圧迫と人工呼吸と組み合わせるこ

とが望ましいとされていることから、マイクロマスクをすぐに準備でき

るようにする必要がある。このため、ＡＥＤと同じ場所に保管をする等

の工夫が考えられる。 

■ＣＰＲ実施の際等は他の児童らは別室に移動させる等、他の児童が直接、

救命措置を目にすることがないよう、現場から離れさせる必要があった

と考える。こういった動きも訓練に組み込むことが望ましい。 

 

２ 小金井市の対応に係る課題と改善の提言 

市内で放課後児童健全育成事業を行う者は、国の基準を参酌して市が制

定した放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を遵守しなけ

ればならない（法第３４条の８の２）。市長は、この基準を維持するため、

放課後児童健全育成事業を行う者に対して、①調査権（立入検査を含む）、

②（必要な）措置の命令、③事業の制限又は停止命令を行う権限を有して

いる（法第３４条の８の３）。基準の遵守は、一義的には設置者が自ら行う

ものである一方で、市長は、法に基づくこれらの権限を必要に応じて行使

すべき立場にある。 

これらの基準に係る法の定めは、平成２７年に施行されたものであり、

その際、国は基準に係る通知を発出し、その後もこれに係る通知を発出す

るなど技術的な助言を行っている。 

例えば、国においては、事業所に対して条例で定める基準に基づいた安

全計画のほか、災害時や事故・ケガ発生時等の対応マニュアルの策定を求

め、また、市町村に対して事業所へ必要に応じて助言、指導を行うことを

求める通知を発出しているところではある。しかしながら、国は、助言、

指導を行うことを求めるものの、その具体、詳細なガイドライン等は示し

ておらず、実際には各市町村にその個別具体の運用、手法等を委ねている

状況にあるといえる。 

本件事故以前の民設民営学童保育所に対して市は、国等からの通知の周

知や年１回現地確認を行う等、一定の対応に留まっており、積極的な指導

等には至っていない状況にある。 

 

⑴ 課題 
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■国等からは多くの通知が届くため、本来把握すべき、周知先の学童保

育所がその内容を把握・確認しきれていないことがある。 

■安全計画の策定は令和６年度に確認しているものの、確認方法が口頭

であり、その内容も策定の有無についての確認に留まっており、改善

する必要がある。 

⑵ 改善策 

本件事故については、詳細な情報を把握する仕組みがなかったことか

ら、把握する仕組みづくりを行うことが挙げられるが、事業者の自主性

の妨げにならないよう配慮することが必要である。 

しかし、児童の安全確保は必須であることから、設置者自らが基準条

例（特に安全管理面）を遵守する意識の向上を図るとともに、市として

もその遵守状況が把握できる仕組みを構築する必要があると考えるため、

以下のような仕組みや取組みが望まれる。 

■安全管理等に関するセルフチェックの仕組みを早急に導入することで、

設置者自らが基準条例を遵守する意識の向上を図るとともに、市とし

てもその遵守状況の把握のため、その結果を確認する。 

■Ｍ学童クラブについては、市は早期に第三者評価を受けられるよう支

援する。 

■基準条例で策定が定められている書類については、市として年１回提

出または現地確認等によって策定状況を確認する。 

■市は学童運営の安全対策をテーマとした研修等への参加をＭ学童クラ

ブにも求めているが、より充実した研修を行うことで、 施設長や現場

職員に対する危機意識の喚起と、更なる安全管理意識の向上を図る。 

■市の民設民営学童保育所に対する安全管理にかかる状況把握・確認の

さらなる強化のため、現在実施している年１回の民設民営学童保育所

への現地確認の際に、安全管理に関する確認を追加することを求める。 

■毎月開催している学童保育所の連絡会に民設民営学童保育所にも参加

を促しているが、情報交換等を行うことで基準条例の遵守をより徹底

することができるとともに、時期に即した様々なテーマや課題を共有

することで、安全管理の意識の向上のみならず、互いの知識や専門性

を高める効果が期待できるため、より充実した連絡会となるよう引き

続き創意工夫を求める。 
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■国等からの安全管理に関する通知の周知にあたっては、周知先の学童

保育所に対し、その内容を確認したことが確認できる仕組みを作るこ

とも考えられる。 

■Ｍ学童クラブに対し、向こう１年間 、半年ごとに改善状況の報告を求

め、更なる改善を行うよう市には指導・助言していくよう求める。 

 

３ 本件事故全体に対する総括（まとめ） 

本件事故の検証の結果、本委員会としては以下のように考える。 

■Ｍ学童クラブにおいては、安全確認、事前協議及び情報共有が著しく不

十分であり、Ｚスポーツクラブにおいても、フィックスの着用、水深調

整台の敷設、監視体制のいずれにも重大な問題が認められた。 

これらの状況から、両者とも、プールにおいて児童の活動を行う者と

して求められる基本的な安全意識及び危険予見に対する心構えを欠いて

いたと言わざるを得ない。 

■一般に、泳力が細かく区分され、活動内容が統制されたスイミングスク

ールと比較して、参加者が各自の意思で遊ぶプール遊びは、児童の行動

把握及び監視が格段に困難であり、重大事故に直結する危険性が高い。 

この点について、Ｍ学童クラブ及びＺスポーツクラブの双方に十分な

認識があったとは認められず、その認識不足が、フィックスの未着用、

水深調整台の不十分な敷設、並びに監視体制の不備を招いたと評価せざ

るを得ない。 

■事故発生後の心肺蘇生対応において、迅速かつ適切な対応がなされてお

らず、結果として被害の拡大、ひいては本件の重大な結果に繋がった可

能性は否定できない。 

■プール遊びは、児童にとって水に親しむ貴重な機会であり、その実施自

体が否定されるものではない。 

しかしながら、重大事故に直結しやすい高リスクな活動であることを

踏まえれば、事業の企画者及び実施者には、通常以上に厳格な安全への

配慮が求められることを強く認識すべきである。 

■学童保育所がプール遊びを含む所外活動を実施するにあたっては、従来

以上に綿密な計画立案、事前準備及び関係者間の情報共有を徹底し、児

童の安全を最優先とした活動・保育の実施に責任をもって取り組むべき
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である。 

■市に対しては、学童保育所における安全管理について、現行の枠組みに

とどまらない、より実効性のある制度設計及び指導・監督体制の強化の

検討を強く求めるものである。 
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＜資料１＞ 

小金井市民設民営学童保育所におけるプール事故検証委員会名簿 

 

 

 

 

委員長 

 金子 嘉宏  東京学芸大学教授 

 

 

 

副委員長 

 森山 進一郎 東京学芸大学准教授 

 

 

 

委員 

 

 道下 崇史  東小金井駅前こどもクリニック院長 

 

 

 朝比奈 和茂 朝比奈総合法律事務所弁護士 

 

 

 中澤 直子  公益財団法人武蔵野市子ども協会放課後児童支援員 

 

 

 

 

 

事務局 

 子ども家庭部児童青少年課 
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＜資料２＞ 

小金井市民設民営学童保育所におけるプール事故検証委員会開催経過 

 

 開催日時・場所 内容 

第 

１ 

回 

令和７年 ９月２８日（日） 

小金井市役所第二庁舎 

⑴ 事例の概要及び経緯について 

⑵ 運営事業者について 

⑶ 市の対応について 

第 

２ 

回 

令和７年１０月 ７日（火） 

Ｚスポーツクラブ 

小金井市役所第二庁舎 

⑴ 現地視察 

⑵ 協議等 

第 

３ 

回 

令和７年１０月２８日（火） 

本町暫定庁舎 

⑴ 関係者ヒアリング 

⑵ 事案の概要及び経緯について（協議） 

第 

４ 

回 

令和７年１１月 ４日（火） 

小金井市役所第二庁舎 

⑴ 関係者ヒアリング 

⑵ 事案の概要及び経緯について（協議） 

第 

５ 

回 

令和７年１１月１４日（金） 

小金井市役所第二庁舎 

⑴ 事案の概要及び経緯について協議 

⑵ 事案の問題点・課題について協議 

⑶ 再発防止に向けた提言について協議 

⑷ 報告書（素案）について協議 

第 

６ 

回 

令和７年１１月２５日（火） 

小金井市役所第二庁舎 

⑴ 事案の概要及び経緯について（確認） 

⑵ 事案の問題点・課題及び再発防止に向けた

提言について（協議） 

⑶ 報告書（素案）について（協議） 

第 

７ 

回 

令和７年１２月１２日（金） 

小金井市役所第二庁舎 
⑴ 報告書（素案）について（協議） 
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＜資料３＞ 

小金井市民設民営学童保育所におけるプール事故検証委員会設置条例 

 

（設置） 

第１条 令和７年７月２８日に民設民営学童保育所の活動中に発生したプール事故（以下「事故」

という。）の検証及び再発防止を図るため、小金井市民設民営学童保育所におけるプール事故検証

委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査、検証、審議等を行うものと

する。 

⑴ 事故の事実関係の把握 

⑵ 事故の発生原因の分析 

⑶ 事故の再発防止のために必要な改善策の検討 

⑷ その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者 ２人以内 

 ⑵ 医師 １人以内 

 ⑶ 弁護士 １人以内 

 ⑷ 学童保育事業関係者 １人以内 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、前条第２項の規定による委嘱の日から第７条に規定する報告書を提出した

日の翌日までとする。 

（運営） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意があるときは、公開とすることがで

きる。 

５ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、

資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

（報告） 

第７条 委員会は、事故の調査、検証等及び再発防止策の検討を終えたときは、報告書を作成し、市

長に提出するものとする。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

２ 第６条第５項の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏 

らしてはならない。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、子ども家庭部児童青少年課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、第７条に規定する報告書を市長に提出した日の翌日限り、その効力を失う。ただ

し、第８条の規定については、同日後も、なおその効力を有する。 

 （特別職の給与に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の給与に関する条例（昭和３１年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  別表第３中 

 「 

 

                                      

                                         」 

 を 

 「 

 

                                         」 

 に改める。 

 

市立保育園の在り方検討委員会 委員長 日額 １１,０００円 

 委員 日額 １０,０００円 

市立保育園の在り方検討委員会 委員長 日額 １１,０００円 

 委員 日額 １０,０００円 

小金井市民設民営学童保育所に 委員長 日額 １１,０００円 

おけるプール事故検証委員会 委員 日額 １０,０００円 



こ 成 安 第 4 5 号 

６ 教 参 学 第 5 2 号 

令 和 ７ 年 ３ 月 2 1 日 

 
各都道府県・指定都市・中核市保育主管部(局)長 

各都道府県・指定都市・中核市児童福祉主管部(局)長 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園担当課長 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市 
認可外保育施設担当課(室)長 

各都道府県・指定都市・中核市子育て援助活動支援事業   殿 
(ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業)担当課長 

各都道府県・市町村・特別区母子保健主管部（局）長 

各都道府県等教育委員会学校安全担当課長 

各都道府県私立学校主管課長 

附属学校を置く国立大学法人担当課長 

 

こども家庭庁成育局安全対策課長 

こども家庭庁成育局保育政策課長 

こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室長  

こども家庭庁成育局成育環境課長 

こども家庭庁成育局母子保健課長 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長 

 
 
教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について 
 
 

子ども・子育て支援新制度において、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業者は、事故の発生又は再発を防止するための措置及び事故が発生した場

合に、市町村、家族等に対する連絡等の措置を講ずることとされている。 
このことを踏まえ、第 16回子ども・子育て会議（平成 26 年６月 30 日開

催）において、行政による再発防止に関する取組の在り方等について検討すべ

きとされた。 
これを受け、平成 26 年９月８日、「教育・保育施設等における重大事故の再

発防止策に関する検討会」が設置され、平成 27 年 12 月に重大事故の発生防止

のための今後の取組みについて最終取りまとめが行われた。 
この取りまとめでは、死亡事故等の重大事故の発生前、発生時、発生後の一

連のプロセスにおけるこどもや周囲の状況、時系列の対応などを検証し、検証

＜資料４ ＞
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の結果を重大事故の再発防止に役立てていくことが極めて重要であることか

ら、地方自治体において検証を実施するよう提言を受けた。 
この取りまとめを踏まえ、地方自治体が行う死亡事故等の重大事故の検証の

参考となるよう、検証を実施する際の基本的な考え方、検証の進め方等につい

て整理した通知を発出し、平成 28年４月１日から運用を開始したものであ

り、現在は令和６年３月 22日に発出した「教育・保育施設等における重大事

故の再発防止のための事後的な検証について」（こ成安第 37 号・５教参学第 40

号、以下「旧通知」という。）に基づき運用している。 
今般、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47

号）の施行により、令和７年度に限り、乳児等通園支援事業（こども誰でも通

園制度）が地域子ども・子育て支援事業に位置付けられるほか、令和７年度か

ら、産後ケア事業が地域子ども・子育て支援事業に位置付けられることから、

新たに乳児等通園支援事業を行う事業所や産後ケア施設におけるこどもの死亡

事故等の重大事故についても、検証の対象とすることをお願いしたく、下記の

とおり通知するので、御了知の上、管内の市町村（特別区を含む）、関係機関

及び施設・事業者等に対して周知いただくとともに、その運用に遺漏のないよ

うお願いする。 
本通知については、令和７年４月１日から運用するので、本通知の運用開始

に伴い旧通知は廃止する。 
なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項

に規定する技術的助言として発出するものであることを申し添える。 
 

記 
 
第１ 基本的な考え方 
 １ 目的 
   検証は、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・子育

て支援事業、認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業（以下「教

育・保育施設等」という。）におけるこどもの死亡事故等の重大事故につ

いて、事実関係の把握を行い、死亡した又は重大な事故に遭ったこどもや

その保護者の視点に立って発生原因の分析等を行うことにより、必要な再

発防止策を検討するために行う。 
 
 ２  実施主体 
 （１）検証の実施主体 
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    行政による児童福祉法（平成 22 年法律第 164 号）に基づく認可権

限、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）に基づく確認権限

等を踏まえ、死亡事故等の重大事故の検証の実施主体については、「認

可外保育施設」及び「認可外の居宅訪問型保育事業」における事故に関

しては都道府県（指定都市、中核市を含む。）とし、「特定教育・保育施

設」、「特定地域型保育事業」、「地域子ども・子育て支援事業」における

事故に関しては市町村とする。 
 （２）都道府県と市町村の連携 
    市町村が検証を実施する場合には、都道府県が支援を行う。 

また、都道府県が検証を実施する場合、市町村は協力することとし、検

証の実施は、都道府県と市町村が連携して行うものとする。 
なお、都道府県が行う市町村に対する支援の例として、 
① 認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業の検証を行うこ 

ととなる都道府県において、あらかじめ検証組織の委員候補者とし

て適当な有識者（例えば、学識経験者、医師、弁護士、教育・保育

関係者、栄養士（誤嚥等の場合）、各事業に知見のある者（地域子

ども・子育て支援事業の場合）等）をリストアップしておき、市町

村が実際に検証組織を設ける際に、必要に応じ、当該リストの有識

者から都道府県が委員を紹介する。 
② 都道府県内における検証事例の蓄積を行い、実際に検証を行う際

に技術的援助を行う。 
③ 定期的に行っている認可権に基づく指導監査の状況についての情 

報提供や、当該権限を根拠とした当該事故についての資料収集、事

実確認への協力を行う。 
④ 検証組織について、必要に応じ、オブザーバー参加や共同事務局

となるなどの協力を検討する。 
⑤ これらを円滑に進めるため、都道府県と市町村の間で、市町村が

集まる会議や個別の市町村との連絡会議などにおいて、あらかじめ

協議をする。 
ことなどが考えられる。 

 
３ 検証の対象範囲 
（１）死亡事故 
※ 乳幼児突然死症候群（SIDS）や死因不明とされた事例も、事故発生時 
の状況等について検証する。 
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（２）意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの） 
※ 意識不明の原因が病気であると判明したものを除く。 

（３）死亡事故、意識不明事故以外の重大事故で、都道府県又は市町村にお 
いて検証が必要と判断した事故 

※ 都道府県又は市町村が検証を実施しない事故や、いわゆるヒヤリ・ハ 
ット事例等については、各施設・事業者等において検証を実施する。 

 
４ 検証組織及び検証委員の構成 
（１）検証組織 

都道府県又は市町村における死亡事故等の重大事故の検証に当たって

は、外部の委員で構成する検証委員会を設置して行う。 
 （２）検証委員の構成 
    検証組織の委員については、教育・保育施設等における重大事故の再

発防止に知見のある有識者とする。例えば、学識経験者、医師、弁護

士、教育・保育関係者、栄養士（誤嚥等の場合）、各事業に知見のある

者（地域子ども・子育て支援事業の場合）等が考えられる。 
また、検証委員会における検証に当たっては、必要に応じて関係者の

参加を求める。 
 

５ 検証委員会の開催 
（１）死亡事故については、事故発生後速やかに検証委員会を開催する。 

また、死亡事故以外の重大事故については、年間に複数例発生してい

る地域等、随時開催することが困難な場合、複数例を合わせて検証委員

会を開催することも考えられる。 
なお、検証については、事故発生の事実把握、発生原因の分析等を行

い、必要な再発防止策を検討するものであり、関係者の処罰を目的とす

るものではないことを明確にする。 
（２）検証を行うに当たって、関係者から事例に関する情報の提供を求める

とともにヒアリング等を行い、情報の収集及び整理を行う。 
この情報を基に、関係機関ごとのヒアリング、現地調査その他の必要

な調査を実施し、事実関係を明らかにするとともに、発生原因の分析等

を行う。 
あわせて、調査結果に基づき、事故発生前・発生時の状況や発生後の

対応等に係る課題を明らかにし、再発防止のために必要な改善策を検討

する。 
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また、プライバシー保護の観点から、委員会は非公開とすることも考

えられる。 
公開又は非公開の範囲については、プライバシー保護及び保護者の意

向に十分配慮した上で、個別事例ごとに関係者を含めて十分に協議す

る。 
関係者へのヒアリングのみ非公開とするなど、「一部非公開」等の取扱

いも考えられる。 
なお、調査や検証を行う立場にある者に対し、これらの業務に当たっ

て知り得たことについて、業務終了後も含み守秘義務を課すことに留意

する。 
（３）検証を行うに当たっては、保護者やこどもの心情に十分配慮しながら 

行う。 
 
 ６ 報告等 
（１）検証委員会は、検証結果とともに、再発防止のための提言をまとめ、

都道府県又は市町村に報告する。 
（２）都道府県又は市町村は、プライバシー保護及び保護者の意向に十分配

慮した上で、原則として、検証委員会から提出された報告書を公表する

こととし、国へも報告書を提出する。 
あわせて、速やかに報告書の提言を踏まえた具体的な措置を講じ、各

施設・事業者等に対しても具体的な措置を講じることを求める。 
また、都道府県又は市町村は、講じた措置及びその実施状況について

自ら適時適切に点検・評価し、各施設・事業者等が講じた措置及びその

実施状況についても適時適切に点検・評価する。 
（３）都道府県又は市町村は、検証委員会の報告を踏まえ、必要に応じ、関

係機関、関係者に対し指導を行う。 
 
第２ 具体的な検証の進め方 
 １ 事前準備 

（１）情報収集 
    検証の対象事例について、事務局は都道府県又は市町村に提出された

事故報告等を通じて、以下の①から⑨の事項に関する情報収集を行う。 
この場合、事務局は、必要に応じて施設や事業者等からヒアリングを 

行う。市町村が実施する場合は、都道府県の協力を得て行う。 
① こどもの事故当日の健康状態など、体調に関すること等（事例によ
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っては、家族の健康状態、事故発生の数日前の健康状態、施設や事業

の利用開始時の健康状態の情報等） 
② 死亡事故等の重大事故に至った経緯 
③ 都道府県又は市町村の指導監査の状況等 
④ 事故予防指針の整備、研修の実施、職員配置等に関すること（ソフ

ト面） 
⑤ 設備、遊具の状況などに関すること（ハード面） 
⑥ 教育・保育等が行われていた状況に関すること（環境面） 
⑦ 担当保育教諭・幼稚園教諭・保育士等の状況に関すること（人的

面） 
⑧ 事故発生後の対応（各施設・事業者等及び行政の対応） 
⑨ 事故が発生した場所の見取り図、写真、ビデオ等  

（２）資料準備 
① 「（１）情報収集」で収集した情報に基づき、事実関係を時系列にま 

とめ、上記（１）の内容を含む「事例の概要」を作成する。 
「事例の概要」には、その後、明らかになった事実を随時追記して 

いき、基礎資料とする。 
② 当該施設・事業所等の体制等に関する以下のアからオの内容を含む 
資料を作成する。 
ア 当該施設・事業所等の組織図 
イ 職種別職員数 
ウ 利用こども数 
エ クラス編成等の教育・保育体制等 
オ その他必要な資料 

③ 検証の方法、スケジュールについて計画を立て資料を作成する。 
④ その他(検証委員会の設置要綱、委員名簿、報道記事等)の資料を準 
備する。 

 
２ 事例の内容把握 

   会議初回には、その目的が再発防止策を検討するためのものであり、関

係者の処罰を目的とするものでないことを検証委員全員で確認した上で、

検証の対象となる事例の内容を以下の項目に留意し、把握する。 
（１）確認事項 
 ① 検証の目的 
 ② 検証方法（関係者ごとのヒアリング、現地調査等による事実関係の 
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確認、問題点・課題の抽出、問題点・課題に関する提案事項の検討、 
報告書の作成等） 

③ 検証スケジュール 
 （２）事例の内容把握 

① 事前に収集された情報から事例の概要を把握する。 
   ② 疑問点や不明な点を整理する。 
 
 ３ 問題点・課題の抽出 
   事例の事実関係が明確になった段階で、それを基に、なぜ検証対象の死

亡事故等の重大事故が発生したのか、本事例が発生した背景、対応方法、

組織の体制、その他の問題点・課題を抽出し、再発防止につなげる。 
抽出の過程で、さらに事実関係を明確化する必要がある場合、事務局又 

は検証委員会によるヒアリングや現地調査等を実施する。 
   この作業を徹底して行うことが、その後の具体的な提言につながること 

から、特に時間をかけて検討を行うとともに、検討に当たっては、客観的 
な事実、データに基づき建設的な議論を行うことが期待される。 

   
 ４ 検証委員会における提言 
   事例が発生した背景、対応方法、組織上の問題等、抽出された問題点・

課題を踏まえ、その解決に向けて実行可能性を勘案しつつ、具体的な対策

を講ずべき主体ごとに提言を行う。 
   なお、各施設・事業者等の対応など早急に改善策を講じる必要がある場

合、検証の経過において、まず早急に講ずべき改善策について、提言を行

うことを考える必要がある。 
   その際、提言を受けた都道府県、市町村及び各施設・事業者等は､検証

の全体の終結を待たずにできるだけ早急に具体的な措置を講じることも考

える必要がある｡ 
 
 ５ 報告書 
 （１）報告書の作成  

① 事務局は、報告書に盛り込むべき以下のアからケの内容例を参考 
に、それまでの検証組織における審議結果を踏まえ報告書の素案を作 
成する。 
ア 検証の目的 
イ 検証の方法 
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ウ 事例の概要 
エ 明らかとなった問題点や課題 
オ 問題点や課題に対する提案（提言） 
カ 今後の課題 
キ 会議開催経過 
ク 検証組織の委員名簿 
ケ 参考資料 

② 報告書の内容を検討、精査する。 
③ 検証組織は報告書を取りまとめ、都道府県又は市町村に提出する。 

 （２）公表 
    各施設・事業所等における死亡事故等の重大事故について検証を行う

ことは、その後の事故の再発防止に密接に関連するものであり、事故に

遭ったこどもや保護者の意向にも配慮しつつ、原則として検証結果は公

表すべきである。 
公表に当たっては、個人が特定される情報は削除するなど、プライバ 

   シーの保護について十分配慮する。 
なお、公表の際には国に報告書を提出する。 

 （３）提言を受けての具体的な措置等 
    都道府県又は市町村は、報告書の提言を受けて、速やかに具体的な措

置を講じるとともに、講じた措置及びその実施状況について、自ら適時

適切に点検・評価する。 
また、各施設・事業者等が講じた措置及びその実施状況についても、 

都道府県又は市町村が適時適切に点検・評価する。 
 
第３ 検証に係る指導監査等の実施について 

１ 死亡事故等の重大事故が発生した場合の指導監査等について 
死亡事故等の重大事故が発生した場合、必要に応じて事前通告なく、就 

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 
（平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。）に基づく指導

監査、児童福祉法に基づく指導監査及び指導監督、子ども・子育て支援法

に基づく指導監査（以下「指導監査等」という。）を実施する。 
また、指導監査等の実施については、以下の「指導監査等の対象となる

施設・事業、実施主体、根拠法及び監査指針等」を参照すること。 
 

２ 第２の１（１）の情報収集については、死亡事故等の重大事故の発生前 
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までに実施した指導監査等の状況及び当該事故に係る指導監査等の結果を 
活用し、事実関係を整理する。 

 
３ 死亡事故等の重大事故が発生した各施設・事業に対する当該事故後の指 
導監査等においては、当該事故と同様の事故の再発防止策がとられている 
かなど、検証結果を踏まえた措置等についても確認すること。 

 
○ 指導監査等の対象となる施設・事業、実施主体、根拠法及び監査指針等 

施設・事業 
指導監査等

の実施主体 
根拠法 監査指針等 

・特定教育・保育施設 

・特定地域型保育事業 

市 町 村 

子ども・ 

子育て 

支援法 

子ども・子育て支援法に基づく特定教

育・保育施設等の指導監査について

（平成 27 年 12 月７日、府子本第 390

号、27 文科初第 1135 号、雇児発 1207

第２号） 

 

幼保連携型認定

こども園(※) 

都道府県 

指定都市 

中 核 市 

認定 

こども 

園法 

就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律に

基づく幼保連携型認定こども園に対す

る指導監査について（平成 27年 12 月

７日、府子本第 373 号、27 文科初第

1136 号、雇児発 1207 第１号） 

保育所(※) 

都道府県 

指定都市 

中 核 市 

児童 

福祉法 

児童福祉行政指導監査の実施について

（平成 12 年４月 25日、児発第 471

号） 

地域型保育事業 市 町 村 
児童 

福祉法 

児童福祉法に基づく家庭的保育事業等

の指導監査について（平成 27年 12 月

24 日、雇児発 1224 第２号） 

・認可外保育施設 

・認可外の居宅訪問型

保育事業 

都道府県 

指定都市 

中 核 市 

児童 

福祉法 

認可外保育施設に対する指導監督の実

施について（平成 13 年３月 29日、雇

児発第 177 号） 

（※）上記の表のうち、幼保連携型認定こども園及び保育所については、都道

府県と市町村の双方が指導監査等を実施することになるが、この場合、都

道府県と市町村は互いに連携して指導監査等を実施する。 
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（参考）検証の進め方の例 
    検証は、以下の図のような流れで実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事前準備 ● 関係者から事例に関する情報収集、 

  概要資料（事例の概要）作成 

● 現行の教育・保育施設等の職員体制等 

  検証に必要な関係資料作成 

会議初回 ○ 検証の目的の確認 

○ 検証の方法、スケジュールの確認 

○ 事例の内容把握 

会議開催 ○ 問題点・課題の抽出 

○● 必要に応じて、ヒアリングや現地調査等の実施 

○ 問題点・課題に対する提言の検討 

● 報告書素案を作成 

○ 報告書の内容を検討 

会議最終回 ○ 報告書の取りまとめ 

報告書取りまとめ

後 

● 報告書の公表。国への報告書の提出 

● 提言を基に再発防止策の措置を講ずる 

※ ●事務局作業 ○会議における議事内容 
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【問合せ先】 
 
● 事後的な検証全般に関すること 

こども家庭庁成育局安全対策課事故対策係 
TEL：03-6858-0183 

 
● 保育所、認定こども園（幼稚園型を除く）に関すること 

こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係 
TEL：03-6858-0058 

 
● 特定地域型保育事業に関すること 

こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第二係 
TEL：03-6858-0058 

 
● 幼稚園、特別支援学校及び認定こども園（幼稚園型）に関する

こと 
文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
安全教育推進室学校安全係 
TEL：03-6734-2966 

 
● 延長保育事業に関すること 
  こども家庭庁成育局保育政策課待機児童対策係 
  TEL：03-6858-0048 
 
● 放課後児童クラブに関すること 
  こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係 
  TEL：03-6861-0303 
 
● 子育て短期支援事業、子育て世帯訪問支援事業及び児童育成支

援拠点事業に関すること 
  こども家庭庁成育局成育環境課家庭支援係 
  TEL：03-6861-0224 
 
● 一時預かり事業及び乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制

度）に関すること 
  こども家庭庁成育局保育政策課地域支援係 
  TEL：03-6858-0078 
 
● 病児保育事業に関すること 
  こども家庭庁成育局保育政策課保育医療対策係 
  TEL：03-6858-0056 
 
● ファミリー・サポート・センター事業に関すること 
  こども家庭庁成育局成育環境課子育て支援係 
  TEL：03-6861-0519 
 
● 産後ケア事業に関すること 
  こども家庭庁成育局母子保健課母子保健係 
  TEL：03-6862-0413 
 
● 認可外保育施設（全類型）に関すること 

こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室指導係 
TEL：03-6858-0133 
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＜資料５＞ 

○小金井市学童保育所条例 

昭和47年４月１日条例第10号 

改正 

昭和48年４月６日条例第16号 

昭和48年４月28日条例第18号 

昭和49年３月31日条例第８号 

昭和49年10月17日条例第29号 

昭和51年４月１日条例第12号 

昭和51年８月19日条例第27号 

昭和52年４月２日条例第３号 

昭和53年４月１日条例第４号 

昭和54年３月30日条例第９号 

昭和55年３月31日条例第６号 

昭和57年４月１日条例第14号 

昭和59年４月１日条例第８号 

昭和62年３月26日条例第５号 

平成元年12月27日条例第31号 

平成10年12月22日条例第43号 

平成11年３月26日条例第13号 

平成13年３月２日条例第19号 

平成21年９月30日条例第30号 

平成23年９月22日条例第17号 

平成25年９月24日条例第36号 

平成26年９月24日条例第28号 

平成27年９月25日条例第37号 

平成31年３月27日条例第５号 

令和元年９月26日条例第27号 

令和２年６月23日条例第19号 

令和２年12月21日条例第35号 
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令和３年９月27日条例第24号 

小金井市学童保育所条例 

（目的） 

第１条 この条例は、市内に居住する小学校児童（以下「学童」という。）の健全な育成を図るた

め、学童保育所を設置することを目的とする。 

（名称、位置及び定員） 

第２条 学童保育所の名称、位置及び基準定員は、別表のとおりとする。 

２ 市長は、学童保育所の運営に著しい支障を来すおそれがないと認めるときは、基準定員を超え

て入所を承認することができる。 

（対象学童） 

第３条 学童保育所は、次の各号の一に該当する学童を保護者の申請に基づいて保育指導する。 

(１) 保護者の労働、疾病等の理由により適切な保育を受けられない者 

(２) その他市長が入所を適当と認めた者 

（入所制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する学童は、入所することができない。 

(１) 感染性又は悪性の疾病を有する者 

(２) 心身が虚弱で保育に耐えないと認められる者 

(３) その他市長が入所を不適当と認めた者 

（入所の承認） 

第５条 学童保育所に入所させようとする学童の保護者は、市長の承認を受けなければならない。 

（入所承認の取消し） 

第６条 市長は、次の各号の一に該当するときは、前条の承認を取り消すことができる。 

(１) 第４条第１号又は第２号に該当したとき。 

(２) 入所手続に偽りがあつたとき。 

(３) その他市長が入所を不適当と認めたとき。 

（休所日） 

第７条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたとき

は、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。 

(１) 日曜日 
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(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) １月２日及び同月３日 

(４) 12月29日から同月31日まで 

（保育時間） 

第８条 学童保育所の保育時間は、下校時から午後６時までとする。ただし、学校教育法施行規則

（昭和22年文部省令第11号）第61条の休業日（前条に規定する休所日を除く。）にあつては、午

前８時から午後６時までとする。 

２ 市長は、保育時間を午後７時まで延長することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、保育時間を変更すること

ができる。 

（育成料及び延長育成料） 

第９条 学童保育所における学童の育成に要する費用（以下「育成料」という。）は、学童１人当

たり月額9,000円とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護世帯又は前年度の市町村民税（特別区

民税を含む。以下同じ。）が非課税である世帯（保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する

者が、地方税法（昭和25年法律第226号）第295条の規定により市町村民税を課されない者（市

町村（特別区を含む。）の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むも

のとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。）

の世帯をいう。）の学童の育成料は、無料とする。 

(２) 前号に該当する世帯を除き、前年度の市町村民税の課税標準額が1,500,000円未満である

世帯の学童１人当たりの育成料は、月額3,000円とする。 

(３) 前２号に該当する世帯を除き、前年度の市町村民税の課税標準額が3,000,000円未満であ

る世帯の学童１人当たりの育成料は、月額5,000円とする。 

(４) 前３号に該当する世帯を除き、前年度の市町村民税の課税標準額が5,000,000円未満であ

る世帯の学童１人当たりの育成料は、月額7,000円とする。 

２ 育成料のほか、前条第２項の規定による延長保育を利用した学童の育成に要する費用（以下「延

長育成料」という。）は、学童１人当たり月額2,000円とする。ただし、前項第１号に該当する

世帯の学童の延長育成料は、無料とする。 
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（育成料及び延長育成料の徴収並びに減額及び免除） 

第10条 育成料及び延長育成料は、保護者から徴収する。ただし、市長が経済的困難その他特別の

理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。 

（職員） 

第11条 学童保育所に必要な職員を置く。 

（委任） 

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行前にすでに学童保育をうけている学童は、この条例に基づき入所したものとみな

す。 

付 則（昭和48年４月６日条例第16号） 

（施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和48年４月28日条例第18号抄） 

（施行期日） 

この条例は、昭和48年４月30日から施行する。（後略） 

付 則（昭和49年３月31日条例第８号） 

この条例は、昭和49年４月１日から施行する。 

付 則（昭和49年10月17日条例第29号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和50年１月１日から施行する。 

付 則（昭和51年４月１日条例第12号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中小金井市立さくらなみ学童保育所の定員に

関する改正規定は、公布の日から起算して６月をこえない範囲内において規則で定める日から施行

する。 

付 則（昭和51年８月19日条例第27号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和52年４月２日条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和53年４月１日条例第４号） 

この条例は、昭和53年４月１日から施行する。 

付 則（昭和54年３月30日条例第９号） 

この条例は、昭和54年４月１日から施行する。 

付 則（昭和55年３月31日条例第６号） 

この条例は、昭和55年４月１日から施行する。 

付 則（昭和57年４月１日条例第14号） 

この条例は、昭和57年４月１日から施行する。 

付 則（昭和59年４月１日条例第８号） 

この条例は、昭和59年７月１日から施行する。 

付 則（昭和62年３月26日条例第５号） 

この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 

付 則（平成元年12月27日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小金井市学童保育所条例の別表に係

る規定は、平成２年度以後の基準定員について適用し、平成元年度以前の基準定員については、な

お従前の例による。 

付 則（平成10年12月22日条例第43号） 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

付 則（平成11年３月26日条例第13号） 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

付 則（平成13年３月２日条例第19号） 

この条例は、平成13年10月１日から６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

付 則（平成21年９月30日条例第30号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年９月22日条例第17号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 
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付 則（平成25年９月24日条例第36号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

付 則（平成26年９月24日条例第28号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第１条及び第３条の改正規定並びに次

項及び第３項の規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律（平成24年法律第67号）の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 当分の間、改正後の小金井市学童保育所条例（以下「新条例」という。）第１条の規定の適用

については、同条中「小学校児童」とあるのは「小学校低学年児童」とする。 

３ 当分の間、新条例第３条の規定の適用については、同条中「次の各号の一に該当する学童を保

護者の申請に基づいて保育指導する」とあるのは「第１学年から第３学年までの学童で、次の各

号の一に該当する者を保護者の申請に基づいて保育指導する。ただし、心身に障害を有する学童

については、第４学年までの者とする」とする。 

付 則（平成27年９月25日条例第37号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

付 則（平成31年３月27日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の小金井市学童保育所条例の規定は、平成31年４月以後の月分の育成料

及び延長育成料について適用し、同年３月以前の月分の育成料及び延長育成料については、なお

従前の例による。 

付 則（令和元年９月26日条例第27号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年６月23日条例第19号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の第10条の規定は、令和２年３月分以後の育成料及び延長育成料につい

て適用する。 

付 則（令和２年12月21日条例第35号） 

この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

付 則（令和３年９月27日条例第24号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の小金井市学童保育所条例の規定は、令和４年４月以後の月分の育成料

及び延長育成料について適用し、同年３月以前の月分の育成料及び延長育成料については、なお

従前の例による。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 基準定員 

小金井市立たまむし第１学童保育所 小金井市東町四丁目25番７号 60人

小金井市立たまむし第２学童保育所 小金井市東町四丁目25番７号 30人

小金井市立あかね第１学童保育所 小金井市梶野町五丁目７番33号 40人

小金井市立あかね第２学童保育所 小金井市梶野町五丁目７番33号 40人

小金井市立あかね第３学童保育所 小金井市梶野町五丁目７番33号 40人

小金井市立あかね第４学童保育所 小金井市梶野町五丁目７番38号 40人

小金井市立あかね第５学童保育所 小金井市梶野町五丁目７番38号 40人

小金井市立ほんちょう学童保育所 小金井市本町五丁目４番25号 60人

小金井市立さくらなみ第１学童保育所 小金井市本町一丁目２番13号 60人

小金井市立さくらなみ第２学童保育所 小金井市本町一丁目２番13号 50人

小金井市立さわらび第１学童保育所 小金井市貫井南町三丁目６番27号 60人

小金井市立さわらび第２学童保育所 小金井市貫井南町三丁目６番27号 30人

小金井市立たけとんぼ第１学童保育所 小金井市桜町二丁目３番60号 55人

小金井市立たけとんぼ第２学童保育所 小金井市桜町二丁目３番60号 35人

小金井市立まえはら第１学童保育所 小金井市前原町三丁目３番16号 60人
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小金井市立まえはら第２学童保育所 小金井市前原町三丁目３番16号 30人

小金井市立みどり第１学童保育所 小金井市緑町四丁目18番25号 60人

小金井市立みどり第２学童保育所 小金井市緑町四丁目18番25号 20人

小金井市立みなみ第１学童保育所 小金井市前原町二丁目２番21号 40人

小金井市立みなみ第２学童保育所 小金井市前原町二丁目２番21号 40人
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＜資料６＞ 

○小金井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

平成26年９月24日条例第27号 

改正 

平成30年６月29日条例第29号 

令和元年６月24日条例第16号 

令和２年３月24日条例第７号 

令和２年６月23日条例第18号 

令和５年３月28日条例第９号 

令和６年12月19日条例第29号 

小金井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の８の２

第１項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 放課後児童健全育成事業 法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業をい

う。 

(２) 児童 法第４条第１項に規定する児童をいう。 

(３) 保護者 法第６条に規定する保護者をいう。 

（最低基準の目的等） 

第３条 この条例に定める基準（次項及び次条において「最低基準」という。）は、放課後児童健

全育成事業を利用している児童（以下「利用者」という。）が、明るくて、衛生的な環境におい

て、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成される

ことを保障するものとする。 

２ 市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（最低基準と放課後児童健全育成事業者） 

第４条 放課後児童健全育成事業を行う者（以下「放課後児童健全育成事業者」という。）は、最
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低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、

最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

３ 市長は、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、放課後児童健全育成事業者

に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 

（放課後児童健全育成事業の一般原則） 

第５条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護

者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた

主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な

生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければ

ならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重

して、その運営を行わなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会

に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説

明するよう努めなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表す

るよう努めなければならない。 

５ 放課後児童健全育成事業を行う場所（以下「放課後児童健全育成事業所」という。）の構造設

備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けら

れなければならない。 

（放課後児童健全育成事業者と非常災害対策） 

第６条 放課後児童健全育成事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な

設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練を

するように努めなければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全育成

事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業
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所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安

全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事

項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変

更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための移動その

他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他

の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければなら

ない。 

（放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件） 

第７条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊

かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の

理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。 

（放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等） 

第８条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽(さん)に励み、児童の健全な育成を図

るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなけ

ればならない。 

（設備の基準） 

第９条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機

能を備えた区画（以下この条において「専用区画」という。）を設けるほか、支援の提供に必要

な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 専用区画の面積は、児童１人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。 
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３ 専用区画並びに第１項の設備及び備品等（次項において「専用区画等」という。）は、放課後

児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供

するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。 

（職員） 

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置

かなければならない。 

２ 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２人以上とする。ただし、その１人を除き、補助

員（放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第５項におい

て同じ。）をもってこれに代えることができる。 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治

法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市もしくは同法第252条の22第１項の中核

市の長が行う研修を修了したものでなければならない。 

(１) 保育士の資格を有する者 

(２) 社会福祉士の資格を有する者 

(３) 学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による高等学校（旧中等学校令（昭和18年勅令

第36号）による中等学校を含む。）もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第２項の

規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了し

た者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部

科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者（第９号において「高等学校卒業者等」

という。）であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの 

(４) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第４条に規定する免許状を有する者 

(５) 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正７年勅令第388号）による大学を含む。）

において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専修する学科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による

専門職大学の前期課程を修了した者を含む。） 

(６) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学も

しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得し

たことにより、同法第102条第２項の規定により大学院への入学が認められた者 
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(７) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学

もしくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(８) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を専

修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

(９) 高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事

した者であって、市長が適当と認めたもの 

(10) ５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの 

４ 第２項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一

又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、

おおむね40人以下とする。 

５ 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければ

ならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員

のうち１人を除いた者又は補助者が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している

場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

（利用者を平等に取り扱う原則） 

第11条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱

いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その

他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（業務継続計画の策定等） 

第12条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非常災害

の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うよう努めるものとする。 
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（衛生管理等） 

第13条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、

又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければなら

ない。 

３ 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管

理を適正に行わなければならない。 

（運営規程） 

第14条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次の事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(１) 事業の目的及び運営の方針 

(２) 職員の職種、員数及び職務の内容 

(３) 開所している日及び時間 

(４) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額 

(５) 利用定員 

(６) 通常の事業の実施地域 

(７) 事業の利用に当たっての留意事項 

(８) 緊急時等における対応方法 

(９) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) その他事業の運営に関する重要事項 

（放課後児童健全育成事業者が備える帳簿） 

第15条 放課後児童健全育成事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする

帳簿を整備しておかなければならない。 

（秘密保持等） 

第16条 放課後児童健全育成事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 



67 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（苦情への対応） 

第17条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者又はその保護者等からの苦

情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を

講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、市から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条の運営適正化委員会

が行う同法第85条第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

（開所時間及び日数） 

第18条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として、その地域における

児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ご

とに定める。 

(１) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 １日につき８時間 

(２) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 １日につき３時間 

２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、１年につ

き250日以上を原則として、その地域における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日

その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定める。 

（保護者との連絡） 

第19条 放課後児童健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡をとり、当該利用者の健

康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努

めなければならない。 

（関係機関との連携） 

第20条 放課後児童健全育成事業者は、市、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と

密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第21条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により事故が発生した場合は、
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速やかに、市、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成24

年法律第67号）の施行の日から施行する。 

（設備に関する経過措置） 

２ 当分の間、この条例の施行の際現に存する放課後児童健全育成事業所（以下「既存事業所」と

いう。）については、第９条第２項の規定は、適用しない。 

（職員に関する経過措置） 

３ この条例の施行の日から当分の間、第10条第３項の規定の適用については、同項中「修了した

もの」とあるのは、「修了したもの（放課後児童健全育成事業者に新たに採用された日から起算

して１年を経過した日の属する年度の末日までに当該研修を修了することを予定している者を

含む。）」とする。 

（児童の数に関する経過措置） 

４ 当分の間、既存事業所については、第10条第４項（一の支援の単位を構成する児童の数に係る

部分に限る。）の規定は、適用しない。 

付 則（平成30年６月29日条例第29号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第３項第５号の改正規定は、平成31年４月

１日から施行する。 

付 則（令和元年６月24日条例第16号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（令和２年３月24日条例第７号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則（令和２年６月23日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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付 則（令和５年３月28日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、改正後の第６条の２の規定の適用につい

ては、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２項中

「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第３項中「周知しなけれ

ば」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 

付 則（令和６年12月19日条例第29号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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＜資料７＞ 

○プール等取締条例 

昭和五〇年三月一二日条例第二二号 

 

プール等取締条例を公布する。 

プール等取締条例 

水泳場及びプール取締条例（昭和二十四年東京都条例第五十五号）の全部を改正する。 

 

（目的） 

第一条 この条例は、市町村（八王子市及び町田市を除く。）の存する区域におけるプール及

び水泳場（以下「プール等」という。）の構造及び維持管理等について必要な規制を行うこと

により、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。 

（昭五二条例九六・平一八条例一七〇・平二二条例一〇二・一部改正） 

（定義） 

第二条 この条例において「プール」とは、容量五十立方メートル以上の貯水槽を設け、公

衆に水泳又は水浴をさせる施設（公衆浴場法（昭和二十三年法律第百三十九号）第一条第一

項に規定する公衆浴場（以下単に「公衆浴場」という。）を除く。）をいう。 

２ この条例において「水泳場」とは、河海等に区域を定めて公衆に水泳をさせる場所をい

う。 

（平一六条例七二・一部改正） 

（許可等） 

第三条 プール等を経営しようとする者は、東京都規則（以下「規則」という。）で定めると

ころにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法（昭和二十二年法律

第二十六号）第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第

百三十四条第一項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型

認定こども園において専ら当該学校の幼児、児童、生徒若しくは学生又は当該幼保連携型認

定こども園の園児を対象とするプール（以下「学校プール」という。）を経営しようとする者

は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定による学校プールを経営しようとする者は、規則で定めるところに

より、知事に届け出なければならない。 

３ 知事は、第一項の規定により許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設が

次に掲げる基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 

一 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が

流入しない構造とし、オーバーフロー溝を設けること。また、水泳者の見やすい場所に水深
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を明示すること。 

二 プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。 

三 通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。 

四 給水設備は、給水管にプール水（プールに設けられた公衆に水泳又は水浴をさせるため

の貯水槽に貯水されている水をいう。）が逆流しないような構造とすること。 

五 排水設備は、排水が短時間に行える能力を有すること。また、排水口及び循環水取入口

には、堅固な金網、鉄格子等を設けること。 

六 男子用及び女子用の更衣所及び便所を設け、外部から見通すことのできないような構造

とすること。 

七 応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。 

八 救命浮輪、麻なわその他の適当な救命器具を備えた監視所を設けること。 

九 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

４ 知事は、第一項の規定により許可をするに当たつては、公衆衛生又は安全の確保のため

必要な限度において、条件を付することができる。 

（平五条例一七・平一六条例七二・平一九条例一一七・平二七条例五一・一部改正） 

（地位の承継） 

第三条の二 前条第一項の規定により経営の許可を受けた者（以下「許可経営者」という。）

が当該経営を譲渡し、又は許可経営者について相続、合併若しくは分割（当該経営を承継さ

せるものに限る。）があつたときは、当該経営を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上

ある場合において、その全員の同意により当該経営を承継すべき相続人を選定したときは、

その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該経

営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面

を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。 

（平一六条例七二・追加、令五条例八四・一部改正） 

（手数料） 

第四条 第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料一万

六千九百円を納めなければならない。ただし、知事は、国又は地方公共団体から申請があつ

たとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、又は

免除することができる。 

２ 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この

限りでない。 

（昭五二条例九六・昭五五条例三六・昭五九条例四〇・平四条例六八・平一二条例一二五・平

一六条例七二・一部改正） 

（措置の基準） 
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第五条 許可経営者及び第三条第二項の規定により届出をした者（以下「届出経営者」とい

う。）は、プール等における公衆衛生及び安全の確保に関し、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

一 施設内は、常に整とんし、水泳者が利用する場所は、毎日一回以上清掃すること。 

二 危険防止及び救助のため、監視人を配置すること。 

三 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に利用者の注意事項を表示すること。 

四 伝染性疾患にかかつている者、泥酔者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑となるお

それがあると認められる者を入場させないこと。 

五 閉場後は、直ちに施設を点検し、異常の有無を確認すること。 

六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

（平一六条例七二・一部改正） 

（小規模プールの管理） 

第五条の二 小規模プール（容量五十立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水

浴をさせる施設（プール及び公衆浴場を除く。）をいう。）を経営する者は、当該施設を第三

条第三項に規定する基準に適合させるよう努めるとともに、前条に規定する措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

（平一六条例七二・追加） 

（管理者の設置） 

第六条 許可経営者は、第五条の規定による必要な措置を講ずるため、施設ごとに専任の管

理者を置かなければならない。ただし、自ら管理するときは、この限りでない。 

（平一六条例七二・一部改正） 

（報告の徴収及び立入検査） 

第七条 知事は、必要があると認めるときは、許可経営者、届出経営者、管理者その他の関

係者から必要な報告を求め、又はその職員に、プール等に立ち入り、その構造設備若しくは

第五条の規定による措置の実施状況を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、環境衛生監視員と称し、その身分を示す証明

書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

（使用停止及び措置命令） 

第八条 知事は、第三条第一項の規定による許可に係る施設が、同条第三項に規定する基準

に適合しないと認めるとき、又は許可経営者、届出経営者若しくは管理者が第五条に規定す

る措置の基準に違反したと認めるときは、期間を定めて、当該プール等の使用停止を命じ、

又は公衆衛生上若しくは安全の確保上、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（許可の取消し） 

第九条 知事は、許可経営者が、次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の規定によ

る許可を取り消すことができる。 
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一 第三条第四項の規定により付した条件に違反したとき。 

二 第六条の規定に違反したとき。 

三 前条の規定による命令に違反したとき。 

（罰則） 

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処

する。 

一 第三条第一項の規定に違反してプール等を経営した者 

二 第八条の規定による命令に違反した者 

（令六条例一三五・一部改正） 

第十一条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 

一 第三条第二項の規定に違反して学校プールを経営した者 

二 第五条の規定に違反した者 

三 第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ

る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

（両罰規定） 

第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対して各本条の罰金刑を科する。 

（委任） 

第十三条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の水泳場及びプール取締条例（以下「旧

条例」という。）によりなされている許可又は許可申請は、この条例によりなされた許可（旧

条例による許可の有効期間中に限る。）又は許可申請とみなす。 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（昭和五二年条例第九六号） 

この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。 

附 則（昭和五五年条例第三六号） 

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五九年条例第四〇号） 

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。 
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附 則（平成四年条例第六八号） 

この条例は、平成四年四月一日から施行する。 

附 則（平成五年条例第一七号） 

１ この条例は、平成五年四月一日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のプール等取締条例第三条第一項の規

定によりなされている許可は、この条例による改正後のプール等取締条例第三条第一項の規

定によりなされた許可とみなす。 

附 則（平成一二年条例第一二五号） 

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成一六年条例第七二号） 

１ この条例は、平成十六年四月一日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のプール等取締条例（以下「旧条例」

という。）第三条第一項の規定によりプール等の経営の許可を受けている施設及び現に当該許

可の申請がなされている施設については、この条例による改正後のプール等取締条例第三条

第三項第四号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、プール等を増築

し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。 

３ この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされているプール等の経営の許可の申

請に係る手数料については、なお従前の例による。 

附 則（平成一八年条例第一七〇号） 

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成一九年条例第一一七号） 

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第九十六号）の施行の日

から施行する。 

（施行の日＝平成一九年一二月二六日） 

附 則（平成二二年条例第一〇二号） 

１ この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成二七年条例第五一号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のプール等取締条例（以下「旧条例」

という。）第三条第二項の規定により学校プールの経営の届出をした学校教育法（昭和二十二

年法律第二十六号）第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法

第百三十四条第一項に規定する各種学校（以下「学校等」という。）を設置している者が、当
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該学校等の施設又は設備を用いて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こど

も園を設置した場合には、旧条例第三条第二項の届出を、この条例による改正後のプール等

取締条例第三条第二項の届出とみなす。 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（令和五年条例第八四号） 

（施行期日） 

１ この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅

館業法等の一部を改正する法律（令和五年法律第五十二号）の施行の日又はこの条例の公布

の日のいずれか遅い日から施行する。 

（施行の日＝令和五年一二月一三日） 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のプール等取締条例第三条の二の規定は、この条例の施行の日前

にプール等取締条例第三条第一項に規定する経営の許可を受けた者から当該経営の譲渡があ

った場合における当該経営を譲り受けた者については、適用しない。 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（令和六年条例第一三五号） 

１ この条例は、令和七年六月一日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 


